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は
じ
め
に

烏
桓①

と
は
、
鮮
卑
と
共
に
東
胡
の
末
裔
と
さ
れ
る
非
漢
族
集
団
の
一
つ
で
あ
り
、『
三
国
志
』
や
『
後
漢
書
』
及
び
そ
れ
ら
に
注
引
さ

れ
る
諸
書②

に
、
そ
の
来
歴
や
風
俗
が
伝
え
ら
れ
て
い
る③

。

既
に
烏
桓
に
つ
い
て
は
、
内
田
吟
風
氏
や
馬
長
寿
氏
に
よ
っ
て
基
礎
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る④

。
川
本
芳
昭
氏
に
よ
れ
ば
、
内
田

氏
や
馬
氏
の
研
究
を
筆
頭
と
し
て
、
と
り
わ
け
三
国
時
代
の
烏
桓
研
究
は
「
文
献
的
に
は
既
に
解
明
さ
れ
尽
く
し
て
い
る
感
が
あ
る⑤

」

と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
烏
桓
に
関
連
す
る
史
料
が
そ
れ
程
多
く
な
く
、
新
出
資
料
に
も
恵
ま
れ
な
い
と
い
う
事
の
裏
返
し
で
も
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
後
漢
末
か
ら
三
国
期
に
か
け

て
見
ら
れ
る
烏
桓
の
単
于
に
関
す
る
検
討
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
、
後
漢
末
の
袁
紹
に
よ
る
単
于
授
与
が
、
烏
桓
に
お
け
る
単
于
号
使
用
の
初
例
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
烏
桓
の
君
長
は
大

人
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
時
に
王
を
称
す
る
事
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
、
例
え
ば
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
等
よ
り
分
か
る
（
史
料
は
本
文

後
掲
）。
つ
ま
り
、
烏
桓
の
君
長
が
単
于
を
称
す
事
は
自
明
で
は
な
い
。
言
う
な
れ
ば
袁
紹
に
よ
る
単
于
の
授
与
は
、
烏
桓
の
体
制
に
転

換
を
齎
し
た
訳
で
あ
る
が
、
旧
来
の
研
究
で
は
こ
の
点
を
充
分
に
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。



立命館東洋史學　第 43號

54

例
え
ば
、
内
田
吟
風
氏
は
、
袁
紹
が
「
蹋
頓
・
難
楼
・
蘇
僕
延
・
烏
延
等
の
諸
大
人
に
単
于
の
印
綬
を
賜
与
し
、
…
…
以
て
そ
の
精

騎
を
収
め
て
己
が
爪
牙
と
し
た
の
で
あ
る⑥

」
と
述
べ
、
船
木
勝
馬
氏
も
、「
袁
紹
は
、
詔
勅
に
仮
託
し
て
蹋
頓
・
難
楼
・
蘇
僕
延
・
烏
延

な
ど
に
単
于
の
印
綬
を
賜
与
し⑦

」
た
と
記
す
も
、
何
故
、
烏
桓
に
単
于
と
い
う
称
号
が
与
え
ら
れ
た
の
か
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
栗
原

朋
信
氏
は
、
袁
紹
が
烏
桓
に
単
于
を
与
え
た
背
景
に
、
単
于
が
「
匈
奴
の
至
尊
の
地
位
を
示
し
、
ひ
い
て
は
北
方
民
族
の
最
高
の
実
力

者
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た⑧

」
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
が
、
や
は
り
詳
し
い
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
単
于
が
烏
桓
の
君
長
号
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
後
の
烏
桓
社
会
へ
定
着
し
て
い
っ
た
事
に
鑑
み
れ
ば
、
何
故
、
烏
桓
に
単

于
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
は
、
烏
桓
の
社
会
構
造
を
考
察
す
る
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
来
、
烏
桓
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
単
于
と
い
う
称
号
が
、
何
故
、
烏
桓
に
定
着
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
烏
桓
社
会
の
様
相
と
、
単
于
号
の
動

向
の
双
方
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
良
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
烏
桓
に
単
于
が
導
入
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
烏
桓
内
部
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
与
え
る
側
の
変
化
で
も
あ
っ
た
。
単
于
の
導

入
以
前
、
烏
桓
社
会
が
大
人
等
を
そ
の
君
長
号
と
し
て
い
た
事
は
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
後
漢
が
烏
桓
に
与
え

る
称
号
は
率
衆
王
等
で
あ
っ
た⑨

。『
続
漢
書
』
百
官
志
五
、四
夷
国
条
を
見
る
と
、

四
夷
國
王
は
、
率
衆
王
、
歸
義
侯
、
邑
君
、
邑
長
な
り
。
皆
な
丞
有
り
、
郡
・
縣
に
比
す
。

（
四
夷
國
王
、
率
衆
王
、
歸
義
侯
、
邑
君
、
邑
長
。
皆
有
丞
、
比
郡
・
縣
。）

と
あ
っ
て
、
後
漢
に
お
け
る
非
漢
族
を
管
理
す
る
た
め
の
率
衆
王
を
筆
頭
と
し
た
序
列
が
示
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
達
郎
氏
は
烏
桓
と
後

漢
の
関
係
に
つ
い
て
、「
率
衆
王
と
は
帰
順
し
た
烏
桓
の
部
族
長
に
授
け
ら
れ
た
王
号
に
違
い
な
く
、
烏
桓
校
尉
に
よ
る
烏
桓
族
の
動
員
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が
、
こ
う
し
た
半
独
立
勢
力
の
協
力
に
よ
っ
て
間
接
的
に
行
わ
れ
た⑩

」
と
述
べ
る
。
要
す
る
に
、
漢
側⑪

が
烏
桓
を
動
員
す
る
際
に
用
い

て
い
た
肩
書
き
が
率
衆
王
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
、
新
た
に
単
于
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
分
析
す
る
烏
桓
の
単
于
は
、
明
ら
か
に
従
来
後
漢
に
存
在
し
た
率
衆
王
等
と
は
異
な
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
単
于
の
授
与
と
い

う
行
為
が
旧
来
の
対
非
漢
族
関
係
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
事
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
率
衆
王
の
授
与
で
は
対

応
で
き
な
い
状
況
が
発
生
し
た
が
た
め
に
、
新
た
に
単
于
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
が
起
き
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
如
何
な
る
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
に
見
た
如
く
、
単
于
の
授
与
は
烏
桓
側
の
体
制
の
変
化
―
大
人
乃
至
王
体
制
か
ら
単
于
体
制
へ
―
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
漢
側

の
非
漢
族
へ
の
称
号
授
与
に
お
け
る
変
化
―
新
た
に
単
于
号
を
も
用
い
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
―
で
も
あ
っ
た
事
に
な
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
烏
桓
の
単
于
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
事
は
、
漢
側
の
対
非
漢
族
関
係
と
い
う
視
点
に
お
い
て

も
、
検
討
す
る
価
値
の
あ
る
問
題
と
見
做
し
得
る
。
そ
し
て
、
こ
の
烏
桓
に
お
け
る
単
于
の
導
入
は
、
後
述
す
る
如
く
後
漢
に
続
く
曹

魏
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
漢
以
降
の
歴
史
展
開
も
踏
ま
え
て
、
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
右
の
諸
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
烏
桓
と
漢
及
び
曹
魏
と
の
間
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
称
号
と
し
て
単
于
が
導
入
さ
れ
た
事

に
つ
い
て
、
史
料
整
理
と
初
歩
的
考
察
を
行
う
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
袁
紹
か
ら
烏
桓
の
誰
に
単
于
が
与
え
ら
れ
た
の

か
を
考
証
す
る
。
第
二
章
で
は
、
単
于
を
授
与
さ
れ
た
当
時
の
烏
桓
の
王
権
の
動
向
と
、
単
于
号
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
私
見
を
述

べ
る
。
第
三
章
で
は
、
烏
桓
以
外
も
含
め
て
、
後
漢
末
か
ら
曹
魏
に
か
け
て
、
単
于
号
が
ど
の
よ
う
に
中
国
王
朝
側
に
用
い
ら
れ
て
い

た
の
か
と
い
う
点
と
、
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
以
上
の
検
討
を
通
し
、
烏
桓

に
お
け
る
単
于
の
導
入
が
、
授
与
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
双
方
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
概
観
し
て
み
た
い
。
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ま
ず
は
、
烏
桓
に
単
于
が
導
入
さ
れ
た
初
例
で
あ
る
袁
紹
に
よ
る
烏
桓
単
于
任
命
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

一
、
袁
紹
か
ら
単
于
を
授
与
さ
れ
た
の
は
誰
か

袁
紹
が
烏
桓
の
君
長
に
単
于
を
与
え
た
事
例
に
つ
い
て
、
史
料
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
人
物
に
異
同
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
章
で

は
誰
が
袁
紹
か
ら
単
于
を
授
与
さ
れ
た
の
か
を
考
証
し
、
授
与
さ
れ
た
人
物
を
確
定
さ
せ
た
い
。

ま
ず
、
袁
紹
が
烏
桓
に
単
于
を
授
与
し
た
版
文
を
録
す
る
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
、
裴
注
所
引
『
英
雄
記
』
を
見
て
み
よ
う
。

紹 

使
を
遣
わ
し
て
即
き
て
烏
丸
の
三
王
を
拜
し
て
單
于
と
爲
し
、
皆
、
安
車
・
華
蓋
・
羽
旄
・
黃
屋
・
左
纛
あ
り
。
版
文
に
曰
く

「
使
持
節
・
大
將
軍
・
督
幽
青
并
・
領
冀
州
牧
・
阮
鄉
侯
の
紹 

承
制
し
て
遼
東
屬
國
率
衆
王
に
詔
し
て
烏
丸
遼
西
率
衆
王
の
蹋
頓
・

右
北
平
率
衆
王
の
汗
盧
維
に
頒
下
せ
し
む
。
維
れ
乃
祖 

義
を
慕
い
善
に
遷
り
、
塞
に
款た

た

き
て
内
附
し
、
北
は

を
捍
ぎ
、
東
は

貊
を
拒
ぎ
、
世
〻
北
陲
を
守
り
、
百
姓
の
保
障
と
爲
り
、
時
に
王
略
を
侵
犯
す
る
と
雖
も
、
將
に
命
じ
て
厥
の
罪
を
徂
征
す
れ

ば
、
率
ね
時
を
旋
さ
ず
、
愆
を
悔
い
て
變
改
す
。
方よ

も

の
外
夷
の
最
も
又
た
聰
惠
な
る
者
な
り
。
始
め
千
夫
長
・
百
夫
長
有
り
以
て

相
い
統
領
し
、
用
て
能
く
乃
の
心
を
悉つ

く
し
、
克
く
國
家
に
勳
力
有
り
、
稍
や
く
王
侯
の
命
を
受
く
。
我
が
王
室
の
多
故
な
る
よ

り
、
公
孫
瓚 

難
を
作
し
、
厥
の
土
の
君
を
殘
夷
し
、
以
て
天
を
侮
り
主
を
慢
り
、
是
を
以
て
四
海
の
内
、
並
な
干
戈
を
執
り
、
以

て
社
稷
を
衞
る
。
三
王 

裔
土
に
奮
氣
し
、
姦
を
忿
り
國
を
憂
い
、
控
弦 

漢
兵
と
表
裏
を
爲
し
、
誠
は
甚
だ
忠
孝
な
れ
ば
、
朝
の
嘉

す
る
所
な
り
。
然
而
れ
ど
も
虎

長
蛇 

相
い
隨
い
て
路
を
塞
ぎ
、王
官
爵
命 

否ふ
さ

り
て
聞
こ
ゆ
無
し
。
夫
れ
勳
有
れ
ど
も
賞
せ
ざ
る

は
勤
す
る
者
を
し
て
怠
け
し
む
。
今
、
行
謁
者
の
楊
林
を
遣
わ
し
て
、
單
于
の
璽
綬
車
服
を
齎
し
、
以
て
爾
の
勞
に
對
え
ん
。
其
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れ
各
〻
部
落
を
綏
靜
し
、
教
す
る
に
謹
慎
を
以
て
し
、
凶
を
作
し
慝
を
作
さ
し
む
る
な
か
れ
。
世
〻
爾
の
祀
位
を
復
し
、
長
く
百

蠻
長
と
爲
れ
。
厥
れ
咎
有
り
臧よ

か
ら
ざ
る
有
れ
ば
、
爾
の
祿
を
泯つ

く
し
、
乃
の
庸
を
喪
う
。
勉
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。
烏
丸
單
于
は

部
衆
を
都
護
し
、
左
右
單
于
は
其
の
節
度
を
受
け
、
他
は
故
事
の
如
く
せ
よ
」
と
。

（
紹
遣
使
即
拜
烏
丸
三
王
爲
單
于
、
皆
安
車
・
華
蓋
・
羽
旄
・
黃
屋
・
左
纛
。
版
文
曰
「
使
持
節
・
大
將
軍
・
督
幽
青
并
・
領
冀
州
牧
・
阮
鄉
侯
紹
承
制
詔

遼
東
屬
國
率
衆
王
頒
下
烏
丸
遼
西
率
衆
王
蹋
頓
・
右
北
平
率
衆
王
汗
盧
維
。
維
乃
祖
慕
義
遷
善
、
款
塞
内
附
、
北
捍

、
東
拒

貊
、
世
守
北
陲
、
爲

百
姓
保
障
、
雖
時
侵
犯
王
略
、
命
將
徂
征
厥
罪
、
率
不
旋
時
、
悔
愆
變
改
。
方
之
外
夷
最
又
聰
惠
者
也
。
始
有
千
夫
長
・
百
夫
長
以
相
統
領
、
用
能
悉
乃

心
、
克
有
勳
力
於
國
家
、
稍
受
王
侯
之
命
。
自
我
王
室
多
故
、
公
孫
瓚
作
難
、
殘
夷
厥
土
之
君
、
以
侮
天
慢
主
、
是
以
四
海
之
内
、
並
執
干
戈
、
以
衞
社

稷
。
三
王
奮
氣
裔
土
、
忿
姦
憂
國
、
控
弦
與
漢
兵
爲
表
裏
、
誠
甚
忠
孝
、
朝
所
嘉
焉
。
然
而
虎

長
蛇
相
隨
塞
路
、
王
官
爵
命
否
而
無
聞
。
夫
有
勳
不
賞

俾
勤
者
怠
。
今
遣
行
謁
者
楊
林
、
齎
單
于
璽
綬
車
服
、
以
對
爾
勞
。
其
各
綏
靜
部
落
、
教
以
謹
慎
、
無
使
作
凶
作
慝
。
世
復
爾
祀
位
、
長
爲
百
蠻
長
。
厥

有
咎
有
不
臧
者
、
泯
於
爾
祿
、
而
喪
於
乃
庸
。
可
不
勉
乎
。
烏
丸
單
于
都
護
部
衆
、
左
右
單
于
受
其
節
度
、
他
如
故
事
。」）

こ
こ
で
袁
紹
よ
り
単
于
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
遼
東
属
国
率
衆
王
・
烏
丸
遼
西
率
衆
王
の
蹋
頓
・
右
北
平
率
衆
王
の
汗
盧
維
（
汗
魯

王
と
さ
れ
る
事
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
右
北
平
烏
桓
の
烏
延
の
事
を
指
す
）
の
三
名
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
、
右
に
見
え
る

「
故
事
」
が
具
体
的
に
ど
の
事
例
を
指
し
て
い
る
の
か
詳
ら
か
に
し
得
な
い
が
、あ
る
い
は
蹋
頓
ら
が
率
衆
王
と
さ
れ
た
時
の
事
を
踏
ま

え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
今
次
の
任
命
は
、
過
去
に
あ
っ
た
何
ら
か
の
烏
桓
へ
の
任
命
（「
故
事
」）
を
下
敷
き
に
、

新
し
く
彼
ら
に
単
于
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。

さ
て
、
右
の
『
英
雄
記
』
で
は
遼
東
属
国
率
衆
王
の
名
が
判
然
と
し
な
い
が
、『
三
国
志
』
烏
丸
伝
（
行
論
の
便
宜
の
た
め
、
筆
者
が
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
段
落
分
け
を
し
た
。
再
度
左
記
部
分
に
言
及
す
る
場
合
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
て
簡
称
す
る
）
に
よ
る
と
、
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【
Ａ
】
漢
末
、
遼
西
烏
丸
大
人
の
丘
力
居
あ
り
、
衆
は
五
千
餘
落
、
上
谷
烏
丸
大
人
の
難
樓
あ
り
、
衆
は
九
千
餘
落
、
各
〻
王
を
稱

し
、
遼
東
屬
國
烏
丸
大
人
の
蘇
僕
延
あ
り
、
衆
は
千
餘
落
、
自
ら
峭
王
と
稱
し
、
右
北
平
烏
丸
大
人
の
烏
延
あ
り
、
衆
は
八
百
餘

落
、
自
ら
汗
魯
王
と
稱
し
、
皆
な
計
策
有
り
て
勇
健
な
り
。

【
Ｂ
】
中
山
太
守
の
張
純 

叛
き
て
丘
力
居
の
衆
中
に
入
り
、
自
ら
彌
天
安
定
王
と
號
し
、
三
郡
烏
丸
の
元
帥
と
爲
り
、
青
・
徐
・

幽
・
冀
四
州
を
寇
略
し
、
吏
民
を
殺
略
す
。
靈
帝
末
、
劉
虞
を
以
て
幽
州
牧
と
爲
し
、
胡
を
募
り
て
純
の
首
を
斬
ら
し
め
、
北
州 

乃
ち
定
ま
る
。

【
Ｃ
】
後
に
丘
力
居 
死
し
、
子
の
樓
班
は
年
小
な
れ
ば
、
從
子
の
蹋
頓 

武
略
有
り
て
、
代
り
て
立
ち
、
三
王
の
部
を
總
攝
し
、
衆

は
皆
な
其
の
教
令
に
從
う
。
袁
紹 

公
孫
瓚
と
連
戰
し
て
決
さ
ず
、
蹋
頓 

使
を
遣
わ
し
て
紹
に
詣
り
て
和
親
を
求
め
、
紹
を
助
け
て

瓚
を
擊
ち
、
之
を
破
る
。

【
Ｄ
】
紹 

制
を
矯
め
て
蹋
頓
・
難
・
峭
王
・
汗
魯
王
に
印
綬
を
賜
い
、
皆
な
以
て
單
于
と
爲
す
。

（【
Ａ
】
漢
末
、
遼
西
烏
丸
大
人
丘
力
居
、
衆
五
千
餘
落
、
上
谷
烏
丸
大
人
難
樓
、
衆
九
千
餘
落
、
各
稱
王
、
而
遼
東
屬
國
烏
丸
大
人
蘇
僕
延
、
衆
千
餘
落
、

自
稱
峭
王
、
右
北
平
烏
丸
大
人
烏
延
、
衆
八
百
餘
落
、
自
稱
汗
魯
王
、
皆
有
計
策
勇
健
。【
Ｂ
】
中
山
太
守
張
純
叛
入
丘
力
居
衆
中
、
自
號
彌
天
安
定
王
、

爲
三
郡
烏
丸
元
帥
、
寇
略
青
・
徐
・
幽
・
冀
四
州
、
殺
略
吏
民
。
靈
帝
末
、
以
劉
虞
爲
幽
州
牧
、
募
胡
斬
純
首
、
北
州
乃
定
。【
Ｃ
】
後
丘
力
居
死
、
子
樓

班
年
小
、
從
子
蹋
頓
有
武
略
、
代
立
、
總
攝
三
王
部
、
衆
皆
從
其
教
令
。
袁
紹
與
公
孫
瓚
連
戰
不
決
、
蹋
頓
遣
使
詣
紹
求
和
親
、
助
紹
擊
瓚
、
破
之
。【
Ｄ
】

紹
矯
制
賜
蹋
頓
・
難
・
峭
王
・
汗
魯
王
印
綬
、
皆
以
爲
單
于
。）

と
あ
っ
て
、【
Ａ
】
よ
り
遼
東
属
国
率
衆
王
の
名
が
蘇
僕
延
で
あ
る
事
が
分
か
る⑫

。
ま
た
、
こ
の
記
事
よ
り
、
烏
桓
の
君
長
が
元
来
大
人

乃
至
王
を
名
乗
っ
て
い
た
事
も
知
れ
る
。
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こ
こ
で
確
認
で
き
る
遼
西
・
遼
東
属
国
・
右
北
平
の
烏
桓
は
三
郡
烏
桓
（【
Ｂ
】
に
も
「
三
郡
烏
丸
」
の
語
が
見
え
る
）
と
呼
ば
れ
る⑬

。
烏
桓

と
連
携
し
て
起
こ
さ
れ
た
張
純
の
乱
（【
Ｂ
】
参
照
）
の
勃
発
し
た
一
八
七
年
以
降
、三
郡
烏
桓
は
集
団
と
し
て
の
統
一
の
度
合
い
を
高
め

て
い
っ
た
と
さ
れ
る⑭

。
そ
し
て
大
人
の
丘
力
居
の
死
後
、
そ
の
従
子
に
し
て
後
継
者
で
あ
る
蹋
頓
に
よ
っ
て
「
三
王
部
」
が
統
べ
ら
れ

る
に
至
る
（【
Ｃ
】
参
照
。
丘
力
居
の
子
で
あ
る
楼
班
に
つ
い
て
は
後
述
）。
で
は
こ
の
「
三
王
部
」
は
ど
の
烏
桓
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

蹋
頓
の
統
べ
た
「
三
王
部
」
と
は
、『
三
国
志
』
烏
丸
伝
の
文
脈
か
ら
言
っ
て
も
、【
Ａ
】
に
見
え
る
「
遼
西
烏
丸
」「
上
谷
烏
丸
」「
遼

東
屬
國
烏
丸
」「
右
北
平
烏
丸
」
の
内
の
三
つ
と
い
う
事
に
な
る
が
、張
純
の
乱
中
も
含
め
た
三
郡
烏
桓
と
し
て
の
ま
と
ま
り
あ
る
行
動

を
見
れ
ば
（「
中
山
太
守
張
純
叛
入
丘
力
居
衆
中
、
自
號
彌
天
安
定
王
、
爲
三
郡
烏
丸
元
帥
」）、「
上
谷
烏
丸
」
を
省
い
た
三
つ
、
即
ち
遼
西
・
遼
東

属
国
・
右
北
平
の
烏
桓
で
あ
る
と
し
て
良
か
ろ
う
。
つ
ま
り
「
三
王
部
」
と
は
即
ち
三
郡
烏
桓
で
あ
る
。
か
く
て
【
Ｃ
】
の
時
点
の
三

郡
烏
桓
は
、
蹋
頓
の
指
導
の
下
、
強
固
な
連
携
を
持
っ
た
集
団
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、【
Ｄ
】
に
見
え
る
蹋
頓
率
い
る
三
郡
烏
桓
と
袁
氏

と
の
連
携
等
を
通
し
て
、
袁
紹
が
烏
桓
の
中
で
蹋
頓
を
最
も
頼
り
に
す
る
に
至
る⑮

。
か
か
る
歴
史
的
文
脈
の
中
で
、
袁
紹
に
よ
る
烏
桓

へ
の
単
于
授
与
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
章
の
主
題
で
あ
る
誰
に
烏
桓
単
于
が
与
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
検
討
に
入
ろ
う
。
ま
ず
、『
英
雄
記
』
で
は
「
拜

烏
丸
三
王
爲
單
于
」
と
あ
る
か
ら
、
三
名
に
与
え
ら
れ
た
と
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝
は
「
蹋
頓
・
難
樓
・
蘇

僕
延
・
烏
延
」
ら
に
与
え
た
と
し⑯

、『
三
国
志
』
は
【
Ｄ
】
に
あ
る
通
り
「
蹋
頓
・
難
・
峭
王
・
汗
魯
王
」
ら
に
与
え
た
と
し
て
お
り
、

何
れ
も
四
名
の
被
授
与
者
が
想
定
し
得
る
。

な
お
、【
Ｄ
】
の
一
文
は
、「
蹋
頓
・
難
峭
王
・
汗
魯
王
」
と
区
切
れ
ば
三
名
と
見
做
せ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、【
Ａ
】
と
【
Ｃ
】
を

見
れ
ば
、
遼
西
烏
桓
の
君
長
が
蹋
頓
、
遼
東
属
国
烏
桓
の
君
長
が
蘇
僕
延
（
＝
峭
王
）、
右
北
平
烏
桓
の
君
長
が
烏
延
（
＝
汗
魯
王=

汗
盧

維
）
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。
峭
王
が
蘇
僕
延
で
あ
る
な
ら
ば
、【
Ｄ
】
が
記
す
「
難
」
と
「
峭
王
」
は
や
は
り
分
け
て
読
む
べ
き
で



立命館東洋史學　第 43號

60

あ
り
、「
難
」
は
そ
の
字
か
ら
見
て
、【
Ａ
】
や
『
後
漢
書
』
に
見
え
る
上
谷
烏
桓
の
難
楼
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

上
谷
烏
桓
は
三
郡
烏
桓
に
含
ま
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、『
三
国
志
』
烏
丸
伝
は
【
Ｃ
】
丘
力
居
の
死
と
蹋
頓
の
三
郡
烏
桓
領
導
の
記
事

に
続
け
て
、【
Ｄ
】
袁
紹
に
よ
る
「
蹋
頓
・
難
・
峭
王
・
汗
魯
王
」
へ
の
単
于
授
与
を
記
し
て
お
り
、
上
谷
烏
桓
の
出
現
は
唐
突
の
感
を

免
れ
な
い
。
右
引
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
を
素
直
に
読
め
ば
、【
Ｂ
】
以
降
の
主
題
は
三
郡
烏
桓
に
絞
ら
れ
て
い
る
と
見
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
で
は
、
何
故
、
単
于
授
与
の
場
面
に
お
い
て
、
再
び
上
谷
烏
桓
の
難
楼
の
名
が
現
れ
る
の
か
。

『
後
漢
書
』
と
『
三
国
志
』
に
見
え
る
難
楼
に
つ
い
て
、沈
家
本
が
既
に
「
難
」
を
衍
字
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
出
し
て
い
る⑰

。
そ

れ
に
対
し
て
吉
本
道
雅
氏
は
、
右
引
の
『
英
雄
記
』
に
基
づ
き
原
資
料
は
「
難
」
字
が
無
く
、『
三
国
志
』
は
該
文
で
難
楼
が
遺
漏
し
て

い
る
と
判
断
し
て
難
楼
を
補
筆
し
、
後
に
「
楼
」
字
が
脱
し
た
と
見
做
し
、
ま
た
『
後
漢
書
』
は
『
三
国
志
』
を
引
用
し
て
難
楼
と
記

し
た
と
す
る⑱

。『
三
国
志
』
及
び
『
後
漢
書
』
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
は
、
吉
本
氏
の
理
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
が
袁

紹
か
ら
単
于
を
授
与
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
点
に
お
い
て
先

行
研
究
の
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
冒
頭
に
も
示
し
た
内
田
吟
風
氏
や
船
木
勝
馬
氏
の
見
解
の
如
く
、
四
名
に
単
于
が
与
え
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
研
究
も
少
な
く
な

い⑲

。
ま
た
馬
長
寿
氏
も
、
三
郡
烏
桓
が
上
谷
烏
桓
へ
も
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
四
名
へ
烏
桓
単
于
が
授
与
さ
れ
た
と
す

る⑳

。
そ
の
一
方
で
、
上
谷
烏
桓
を
含
む
見
方
を
退
け
る
方
北
辰
氏
の
研
究
も
あ
る㉑

。
誰
が
烏
桓
単
于
を
授
与
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題

は
本
稿
の
主
題
と
密
接
に
関
わ
る
た
め
、
こ
の
点
を
考
証
し
て
お
こ
う
。

『
英
雄
記
』
を
見
る
と
、
烏
桓
単
于
と
左
右
単
于
に
よ
る
上
下
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
事
を
知
る
（「
烏
丸
單
于
都
護
部
衆
、
左
右
單
于

受
其
節
度
」）。
も
し
こ
れ
を
是
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
数
字
の
上
か
ら
三
郡
烏
桓
の
君
長
三
名
が
烏
桓
単
于
と
左
右
単
于
に
そ
れ
ぞ
れ
配

さ
れ
た
と
見
做
す
し
か
な
く
な
り
、
上
谷
烏
桓
が
入
る
余
地
が
な
く
な
る
。
三
郡
烏
桓
か
ら
一
つ
を
省
い
て
、
そ
の
代
わ
り
に
上
谷
烏
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桓
を
入
れ
る
事
は
、
三
郡
烏
桓
の
集
団
と
し
て
も
ま
と
ま
り
を
踏
ま
え
た
時
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
左
右

単
于
が
見
え
る
の
は
『
英
雄
記
』
の
み
で
あ
っ
て
、
も
し
【
Ｄ
】
や
『
後
漢
書
』
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
並
べ
て
単
于
と
い
う
事
に
な

り
、
単
于
を
授
与
さ
れ
た
の
が
四
名
で
も
不
都
合
は
な
い
。
そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
右
に
述
べ
た
蹋
頓
を
頂
点
と
す
る
三
郡
烏
桓
の

秩
序
体
系
の
存
在
を
踏
ま
え
、
蹋
頓
に
上
谷
烏
桓
が
従
っ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
以
後
の
烏
桓

と
袁
氏
の
連
合
の
動
向
か
ら
見
れ
ば
、
烏
桓
側
の
代
表
は
蹋
頓
で
あ
る
事
は
疑
い
な
く
（
後
掲
注
㉓
・
㉘
も
参
照
）、
も
し
仮
に
上
谷
烏
桓

が
親
袁
氏
の
烏
桓
と
し
て
活
動
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
蹋
頓
の
指
導
下
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

難
楼
率
い
る
上
谷
烏
桓
は
、
烏
桓
の
中
で
も
相
当
の
強
勢
を
誇
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。【
Ａ
】
を
見
て
も
、
三
郡
烏
桓
で
最
も
数
の

多
い
遼
西
烏
桓
が
五
千
余
落
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
谷
烏
桓
は
九
千
余
落
で
あ
り
、
例
え
三
郡
烏
桓
を
合
計
し
て
も
上
谷
烏
桓
に
は

及
ば
ず
（
九
千
余
落
と
六
千
八
百
余
落
）、
そ
の
盛
況
さ
が
窺
え
る
。
勢
力
差
か
ら
見
れ
ば
、
蹋
頓
の
指
導
下
に
上
谷
烏
桓
が
い
た
可
能
性
は

低
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
上
谷
烏
桓
の
難
楼
は
、
馬
長
寿
氏
や
吉
本
道
雅
氏
に
よ
る
と
、
上
郡
烏
桓
の
那
楼
と
同
一
人
物
と
さ
れ
る㉒

。
こ
の
那
楼
は
、

曹
操
に
よ
っ
て
三
郡
烏
桓
が
平
定
さ
れ
た
時
に
、代
郡
の
烏
桓
単
于
の
普
富
盧
と
共
に
戦
勝
祝
賀
に
来
朝
し
て
い
る
事
が
確
認
さ
れ
る
。

『
三
国
志
』
巻
一
、
武
帝
紀
、
建
安
十
二
（
２
０
７
）
年
十
一
月
条

易
水
に
至
り
、
代
郡
烏
丸
行
單
于
の
普
富
盧
・
上
郡
烏
丸
行
單
于
の
那
樓 

其
の
名
王
を
將
い
て
來
賀
す
。

（
至
易
水
、
代
郡
烏
丸
行
單
于
普
富
盧
・
上
郡
烏
丸
行
單
于
那
樓
將
其
名
王
來
賀
。）

馬
、
吉
本
両
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、
こ
の
那
楼
が
難
楼
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
が
元
々
蹋
頓
の
下
で
活
動
し
、
袁
紹
に
味
方
し
て
い
た
に
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も
拘
ら
ず
、
蹋
頓
ら
三
郡
烏
桓
の
平
定
祝
賀
に
来
る
の
は
や
や
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
三
郡
烏
桓
は
曹
操
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
る
。
袁
紹
の
死
後
、
そ
の
子
の
袁
尚
ら
が
蹋
頓
を
頼
り
、
蹋
頓
も
彼
ら
を
受

け
入
れ
曹
操
と
の
対
決
姿
勢
に
入
っ
た
事
が
、
討
伐
の
標
的
に
さ
れ
た
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
蹋
頓
の
死
後
も
三
郡
烏
桓
は
袁
尚
ら

と
遼
東
に
ま
で
逃
走
し
た
が
、
当
時
の
遼
東
太
守
の
公
孫
康
に
よ
っ
て
袁
尚
ら
が
殺
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
曹
操
に
よ
る
烏
桓
征
伐
や
袁

氏
残
党
の
平
定
は
終
結
し
た
（
二
〇
七
年㉓

）。『
三
国
志
』
巻
二
十
八
、
毌
丘
倹
伝
に
は
、

青
龍
中
、
帝 

遼
東
を
討
た
ん
と
圖
り
、（
毌
丘
）
儉
の
幹
策
有
る
を
以
て
、
徙
し
て
幽
州
刺
史
と
爲
し
、
度
遼
將
軍
・
使
持
節
・
護

烏
丸
校
尉
を
加
う
。
幽
州
の
諸
軍
を
率
い
て
襄
平
に
至
り
、
遼
隧
に
屯
ら
し
む
。
右
北
平
烏
丸
單
于
の
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督

率
衆
王
の
護
留
等
は
、
昔
て
袁
尚
に
隨
い
て
遼
東
に
奔
る
者
な
り
、
衆
五
千
餘
人
を
率
い
て
降
る
。
寇
婁
敦 

弟
の
阿
羅
槃
等
を
遣

わ
し
て
闕
に
詣
り
朝
貢
せ
し
む
。
其
の
渠
率
二
十
餘
人
を
封
じ
て
侯
・
王
と
爲
し
、
賜
輿
す
る
と
こ
ろ
の
馬
繒
綵 

各
〻
差
有
り
。

（
青
龍
中
、
帝
圖
討
遼
東
、
以
儉
有
幹
策
、
徙
爲
幽
州
刺
史
、
加
度
遼
將
軍
・
使
持
節
・
護
烏
丸
校
尉
。
率
幽
州
諸
軍
至
襄
平
、
屯
遼
隧
。
右
北
平
烏
丸
單

于
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督
率
衆
王
護
留
等
、
昔
隨
袁
尚
奔
遼
東
者
、
率
衆
五
千
餘
人
降
。
寇
婁
敦
遣
弟
阿
羅
槃
等
詣
闕
朝
貢
。
封
其
渠
率
二
十
餘
人
爲

侯
・
王
、
賜
輿
馬
繒
綵
各
有
差
。）

と
あ
っ
て
、
曹
魏
明
帝
の
青
龍
年
間
（
二
三
三
〜
二
三
七
年
）
に
至
っ
て
も
、
袁
氏
と
一
緒
に
遼
東
に
奔
っ
た
烏
桓
が
該
地
に
残
っ
て
い
た

事
が
知
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
三
郡
烏
桓
は
袁
氏
に
帯
同
し
て
自
ら
の
拠
点
を
遼
東
に
移
動
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
三
郡
烏

桓
と
袁
氏
の
緊
密
な
関
係
が
見
て
取
れ
る㉔

。

以
上
の
三
郡
烏
桓
―
即
ち
親
袁
氏
の
烏
桓
―
の
動
向
と
比
較
す
れ
ば
、
や
は
り
那
楼
が
三
郡
烏
桓
と
一
体
と
な
っ
て
袁
氏
と
連
携
し
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て
い
た
と
は
想
定
し
難
い
。代
郡
烏
桓
や
上
郡
烏
桓
が
袁
氏
平
定
を
寿
ぎ
に
来
た
事
か
ら
も

分
か
る
通
り
、明
ら
か
に
三
郡
烏
桓
と
他
の
烏
桓
は
袁
氏
に
対
す
る
態
度
を
異
に
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
上
に
図
示
し
た
如
く
遼
西
・
遼
東
属
国
・
右
北
平
は
互
い
に
近
接
し
一
体
と
な
り

易
い
の
に
対
し
、上
谷
は
や
や
離
れ
て
お
り
連
携
に
困
難
が
想
定
さ
れ
得
る
。
も
し
難
楼
が

上
谷
か
ら
上
郡
へ
移
動
し
た
と
な
れ
ば
、
三
郡
烏
桓
と
の
距
離
は
尚
更
離
れ
る
。
無
論
、
定

住
し
な
い
彼
ら
の
生
活
を
考
え
れ
ば
、郡
単
位
の
距
離
感
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
な
さ
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
上
谷
烏
桓
と
三
郡
烏
桓
と
が
果
た
し
て
遼
西
・
遼
東
属
国
・
右

北
平
の
各
烏
桓
の
如
き
緊
密
な
連
携
を
取
る
事
が
で
き
る
か
、
疑
問
無
し
と
は
し
な
い
。

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
袁
紹
が
烏
桓
単
于
の
位
を
与
え
た
の
は
、
遼
西
烏
桓
の
蹋
頓
・
遼
東

属
国
烏
桓
の
蘇
僕
延
・
右
北
平
烏
桓
の
烏
延
の
三
名
で
あ
っ
た
と
す
る
。
た
め
に
本
稿
の
理

解
は
難
楼
を
含
ま
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
方
北
辰
氏
と
同
一
の
も
の
と
な
る
が
、方
氏
の

難
楼
を
除
外
す
る
論
証
過
程
に
は
賛
同
し
難
い
。
以
下
、や
や
寄
り
道
し
て
方
氏
の
見
解
に

対
す
る
鄙
見
を
示
し
て
お
こ
う
。
方
氏
は
、ま
ず
【
Ａ
】
が
「
漢
末
」
の
事
と
記
す
丘
力
居

や
難
楼
ら
の
列
挙
の
記
事
を
、『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝
に
従
っ
て
「
後
漢
の
霊
帝
の
初
め
」

と
理
解
す
る
。
訓
読
す
る
と
却
っ
て
対
比
し
難
く
な
る
た
め
、敢
え
て
原
文
の
ま
ま
引
用
す

る
と
左
の
如
く
な
る
（
四
角
囲
い
は
筆
者
）。

【後漢末烏桓分布図㉕】
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『
三
国
志
』
烏
丸
伝

漢
末
、
遼
西
烏
丸
大
人
丘
力
居
、
衆
五
千
餘
落
、
上
谷
烏
丸
大
人
難
樓
、
衆
九
千
餘
落
、
各
稱
王
、
而
遼
東
屬
國
烏
丸
大
人
蘇
僕

延
、
衆
千
餘
落
、
自
稱
峭
王
、
右
北
平
烏
丸
大
人
烏
延
、
衆
八
百
餘
落
、
自
稱
汗
魯
王
、
皆
有
計
策
勇
健
。

『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝

靈
帝
初
、
烏
桓
大
人
上
谷
有
難
樓
者
、
衆
九
千
餘
落
、
遼
西
有
丘
力
居
者
、
衆
五
千
餘
落
、
皆
自
稱
王
。
又
遼
東
蘇
僕
延
、
衆
千

餘
落
、
自
稱
峭
王
、
右
北
平
烏
延
、
衆
八
百
餘
落
、
自
稱
汗
魯
王
。
並
勇
建
而
多
計
策
。

四
角
で
囲
っ
た
部
分
以
外
で
は
、
遼
西
烏
桓
と
上
谷
烏
桓
の
記
述
順
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
点
と
、
大
意
に
影
響
の
な
い
若
干
の
語
の

違
い
し
か
確
認
で
き
ず
、
意
味
上
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
っ
て
、
同
一
の
記
事
だ
と
見
て
良
い
。
要
す
る
に
『
三
国
志
』
と
『
後
漢
書
』
と

で
は
、
こ
の
記
事
の
編
年
に
お
い
て
の
み
大
き
く
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

方
氏
は
右
の
史
料
の
内
『
後
漢
書
』
に
左
袒
し
、
こ
の
記
事
を
霊
帝
（
一
六
八
年
即
位
）
の
初
め
の
事
と
し
た
上
で
、
袁
紹
に
よ
る
烏

桓
単
于
授
与
が
献
帝
の
建
安
年
間
（
一
九
六
〜
二
二
〇
年
）
の
初
期
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
約
三
十
年
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
か
か
る
期
間
の
存
在
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
も
そ
も
難
楼
の
名
前
が
見
え
る
事
が
不
自
然
だ
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
方
氏

は
同
論
文
中
で
同
じ
く
名
前
の
見
え
る
蘇
僕
延
を
建
安
十
二
（
２
０
７
）
年
に
遼
東
へ
逃
亡
し
た
速
僕
丸
と
同
一
人
物
と
見
做
す㉖

。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
蘇
僕
延
も
三
十
年
に
亘
っ
て
烏
桓
の
君
長
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
何
故
、
難
楼
の

み
三
十
年
が
障
害
と
な
る
の
か
も
語
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
仮
に
『
後
漢
書
』
の
通
り
だ
と
す
る
と
、
霊
帝
の
初
め
に
烏
桓
大
人
で
あ
っ
た
丘
力
居
が
中
平
四
（
１
８
７
）
年
の
張
純
の
乱
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に
参
加
し
、
且
つ
死
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
子
の
楼
班
が
な
お
年
少
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
が
、
こ
れ
に
も
疑
問
が
残
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
右
掲
文
は
『
三
国
志
』
に
従
っ
て
漢
末
―
恐
ら
く
張
純
の
乱
の
直
前
―
の
烏
桓
の
状
況
を
記
し
た
も
の
と
理
解

し
、
方
氏
の
示
す
該
記
事
が
後
漢
霊
帝
の
初
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
採
ら
な
い
。

以
上
に
基
づ
け
ば
、
烏
桓
の
単
于
は
三
名
に
授
与
さ
れ
た
と
い
う
事
に
な
っ
て
、『
英
雄
記
』
の
烏
桓
単
于
・
左
右
単
于
が
授
与
さ
れ

た
と
す
る
記
事
は
、
少
な
く
と
も
数
の
上
で
は
矛
盾
し
な
い
。
該
記
述
を
排
除
す
る
積
極
的
な
理
由
も
な
い
た
め
、
袁
紹
に
よ
っ
て
三

郡
烏
桓
の
君
長
に
、
烏
桓
単
于
と
左
右
単
于
と
が
与
え
ら
れ
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う㉗

。

か
く
て
三
郡
烏
桓
に
導
入
さ
れ
た
単
于
で
あ
っ
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
君
長
号
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
な
れ
ば
次
に

烏
桓
の
君
長
の
有
す
る
王
権
と
、
新
君
長
号
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次

章
で
は
三
郡
烏
桓
に
お
け
る
王
権
に
つ
い
て
検
討
し
、
単
于
を
導
入
し
た
時
の
烏
桓
の
王
権
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認

し
、
単
于
と
の
関
係
何
如
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。

二
、
後
漢
末
に
お
け
る
三
郡
烏
桓
の
王
権

三
郡
烏
桓
は
蹋
頓
を
頂
点
と
し
、
袁
紹
と
連
携
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
連
携
の
媒
介
と
し
て
袁
紹
か
ら
烏
桓
の
君
長
に
単
于
が
授
与

さ
れ
、
以
降
、
三
郡
烏
桓
の
君
長
は
単
于
を
名
乗
る
。
そ
の
後
、
先
の
遼
西
烏
桓
の
大
人
で
あ
る
丘
力
居
の
子
た
る
楼
班
が
単
于
に
擁

立
さ
れ
、
蹋
頓
は
単
于
か
ら
王
へ
遷
る
。
こ
の
顛
末
は
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
に
、

後
に
樓
班 

大
な
れ
ば
、
峭
王 

其
の
部
衆
を
率
い
て
樓
班
を
奉
じ
て
單
于
と
爲
し
、
蹋
頓
を
王
と
爲
す
。
然
れ
ど
も
蹋
頓 

多
く
計
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策
を
畫
る
。

（
後
樓
班
大
、
峭
王
率
其
部
衆
奉
樓
班
爲
單
于
、
蹋
頓
爲
王
。
然
蹋
頓
多
畫
計
策
。）

と
あ
る
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
楼
班
が
単
于
と
な
っ
た
が
、
蹋
頓
は
引
き
続
き
実
権
を
掌
握
し
た
と
見
え
（「
然
蹋
頓
多
畫
計

策
」）、
そ
れ
は
こ
れ
以
降
の
烏
桓
の
動
向
が
な
お
蹋
頓
を
中
心
に
記
述
さ
れ
る
事
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る㉘

。
な
れ
ば
蹋
頓
の
能
力
に
疑

義
が
突
き
つ
け
ら
れ
、
単
于
交
代
と
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
で
は
何
故
、
楼
班
は
実
力
者
蹋
頓
を
押
し
退
け
て
単
于
と
な
り
得
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
当
時
の
三
郡
烏
桓
の
王
権
を
分
析
す
る
手
掛
か
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
検
討
し
て
い
こ
う
。

こ
こ
で
楼
班
が
君
長
位
を
継
承
す
る
の
は
唐
突
な
事
で
は
な
く
、
前
掲
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
【
Ｃ
】
に
は
「
後
丘
力
居
死
、
子
樓
班

年
小
、
從
子
蹋
頓
有
武
略
、
代
立
」
と
あ
っ
て
、
丘
力
居
の
死
後
、
そ
の
後
継
者
と
し
て
子
の
楼
班
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
丘
力
居
の
死
後
、
年
齢
を
理
由
に
退
け
ら
れ
た
楼
班
が
成
長
し
た
た
め
、
単
于
に
即
位
し
得
た
と
見
做
し
得

る
。し

か
し
、本
来
的
に
烏
桓
の
君
長
位
は
世
襲
で
は
な
く
、優
れ
た
能
力
の
持
ち
主
が
推
薦
さ
れ
る
事
に
拠
っ
て
即
位
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
丘
力
居
の
子
で
あ
る
楼
班
の
即
位
は
自
明
の
も
の
と
は
言
え
な
く
な
り
、
烏
桓
王
権
の
在
り
方
に
何
ら
か

の
変
化
が
起
き
た
と
予
想
さ
れ
る
。
楼
班
の
継
承
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
前
に
、
ま
ず
は
烏
桓
の
君
長
位
の
継
承
方
法
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
こ
う
。

『
三
国
志
』
烏
丸
伝
、
裴
注
所
引
『
魏
書
』
を
見
て
み
る
と
、

烏
丸
は
、
東
胡
な
り
。
…
…
常
に
勇
健
に
し
て
能
く

訟
・
相
い
侵
犯
す
る
を
理
決
す
る
者
を
推
募
し
て
大
人
と
爲
し
、
邑
落
に
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各
〻
小
帥
有
り
、
世
〻
繼
が
ざ
る
な
り
。

（
烏
丸
者
、
東
胡
也
。
…
…
常
推
募
勇
健
能
理
決

訟
・
相
侵
犯
者
爲
大
人
、
邑
落
各
有
小
帥
、
不
世
繼
也
。）

と
記
し
て
い
る
。
該
記
事
を
訳
し
た
河
内
良
弘
氏
は
、「
大
人
」
と
「
邑
落
」
の
間
を
明
確
に
区
切
っ
て
お
り
、「
不
世
繼
」
を
「
小
帥
」

の
み
に
か
け
て
訳
出
し
て
い
る㉙

。
事
実
、こ
こ
で
文
意
を
区
切
る
事
は
可
能
で
あ
る
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
烏
桓
の
大
人
が
世
襲
で
あ
っ

た
と
ま
で
は
言
え
ま
い
。
能
力
が
あ
る
者
を
推
薦
で
君
長
に
選
ぶ
事
は
遊
牧
社
会
で
は
広
く
見
ら
れ
る
事
で
あ
り㉚

、
ほ
ぼ
同
時
代
の
鮮

卑
に
お
い
て
も
そ
れ
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
軻
比
能
が
君
長
に
選
出
さ
れ
た
事
を
『
三
国
志
』
巻
三
十
、
鮮
卑
伝
は
、

軻
比
能 

本
は
小
種
の
鮮
卑
な
り
。
勇
健
に
し
て
法
を
斷
ず
る
に
平
端
、
財
物
を
貪
ら
ざ
る
を
以
て
、
衆 

推
し
て
以
て
大
人
と
爲

す
。

（
軻
比
能
本
小
種
鮮
卑
。
以
勇
健
斷
法
平
端
、
不
貪
財
物
、
衆
推
以
爲
大
人
。）

と
記
す
。
こ
こ
で
は
出
自
と
し
て
は
有
力
で
は
な
い
（「
小
種
鮮
卑
」）
軻
比
能
が
、
優
れ
た
自
ら
の
能
力
（「
勇
健
斷
法
平
端
不
貪
財
物
」）
に

拠
っ
て
推
薦
さ
れ
、
大
人
と
な
っ
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
烏
桓
に
お
い
て
も
蹋
頓
が
大
人
に
推
戴
さ
れ
た
の
は
、
優
れ
た
本
人
の
能

力
（「
武
略
」）
あ
っ
て
の
事
な
の
は
、
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
鮮
卑
の
事
例
に
鑑
み
れ
ば
、
習
俗
を
近
く
す
る
烏
桓㉛

に
お
い
て
も
、
元

来
、
独
占
的
に
大
人
を
輩
出
す
る
特
定
の
氏
族
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
大
人
の
世
襲
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う32

。

恐
ら
く
、
か
か
る
理
解
を
し
た
が
た
め
に
、『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝
は
、
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烏
桓
は
本
は
東
胡
な
り
。
…
…
勇
健
に
し
て
能
く

訟
を
理
決
す
る
者
有
ら
ば
推
し
て
大
人
と
爲
し
、
世
業
の
相
い
繼
ぐ
無
し
。

（
烏
桓
者
本
東
胡
也
。
…
…
有
勇
健
能
理
決

訟
者
推
爲
大
人
、
無
世
業
相
繼
。）

と
、
大
人
の
世
襲
さ
れ
ざ
る
事
が
明
ら
か
な
様
に
表
現
を
調
整
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
川
本
芳
昭
氏
も
烏
桓
の
社
会
風
俗
を
整
理

し
た
際
に
、
そ
の
君
長
位
が
世
襲
で
無
か
っ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る33

。

よ
っ
て
、
烏
桓
の
君
長
が
元
来
世
襲
で
な
か
っ
た
事
は
疑
い
な
い
。
な
れ
ば
、
丘
力
居
の
死
後
に
、
そ
の
子
で
あ
る
楼
班
が
後
継
者

と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
意
味
を
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
幼
か
っ
た
楼
班
は
、
旧
来
の
烏
桓
の
君
長
継
承
の
理
屈

か
ら
言
え
ば
、
取
り
沙
汰
さ
れ
る
事
す
ら
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
、
楼
班
の
名
が
丘
力
居
の
死

後
に
取
り
沙
汰
さ
れ
、
し
か
も
最
終
的
に
実
力
者
蹋
頓
を
押
し
退
け
て
楼
班
の
単
于
即
位
が
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

王
権
の
継
承
は
、「
社
会
構
造
に
即
応
し
て
、
そ
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
る
政
治
権
力
を
保
持
す
る
者
の
更
新
、
再

生
産
と
し
て
行
わ
れ
る34

」
と
も
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
継
承
の
在
り
方
と
い
う
の
は
、
社
会
構
造
を
反
映
し
、
政
治
権
力

―
こ
こ
で
は
君
長
位
に
あ
る
者
の
有
す
る
王
権
―
の
再
生
産
の
方
法
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
楼
班
の
即
位
は
、
そ
れ
ま
で
の
三
郡
烏

桓
に
見
ら
れ
た
継
承
候
補
者
の
能
力
に
基
づ
く
推
薦
で
は
な
く
、
丘
力
居
の
血
統
で
あ
る
事
を
踏
ま
え
た
世
襲
の
結
果
と
し
て
理
解
し

得
る35

。
斯
く
三
郡
烏
桓
の
王
権
継
承
の
論
理
が
、
軍
事
や
判
決
等
に
優
れ
た
君
長
を
都
度
選
ぶ
推
薦
制
か
ら
、
か
か
る
判
定
を
経
ず
し

て
特
定
の
血
統
に
支
配
を
委
ね
る
世
襲
制
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
三
郡
烏
桓
社
会
の
変
化
、
就
中
王
権
へ
求
め
ら
れ

る
も
の
の
変
化
が
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
如
何
な
る
変
化
が
あ
っ
た
と
想
定
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
三
郡

烏
桓
社
会
の
変
化
を
述
べ
る
史
料
は
管
見
の
限
り
見
出
し
得
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
の
三
郡
烏
桓
を
取
り
巻
く
状
況
や
、
鮮
卑
等
の
他

の
勢
力
の
動
向
に
目
を
向
け
つ
つ
、
世
襲
王
権
を
生
み
出
し
た
（
乃
至
生
み
出
そ
う
と
し
た
）
三
郡
烏
桓
に
如
何
な
る
変
化
が
あ
っ
た
と
想
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定
さ
れ
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
当
時
の
烏
桓
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
北
に
檀
石
槐
や
軻
比
能
と
い
っ
た
優
れ
た
君
長
を
輩
出
し
た
時

期
の
鮮
卑
が
あ
り
、
南
に
黄
巾
の
乱
以
降
の
混
乱
す
る
後
漢
社
会
と
諸
軍
閥
の
割
拠
が
あ
っ
た
事
で
あ
る
。
軍
閥
間
の
抗
争
を
見
て
み

る
と
、
烏
桓
は
劉
虞
・
公
孫

・
袁
紹
・
曹
操
ら
諸
軍
閥
の
争
い
に
―
時
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
時
に
積
極
的
に
―
参
加
し
て
い
た
。
江

上
波
夫
氏
は
、
か
か
る
情
勢
に
不
安
を
感
じ
た
烏
桓
が
、
蹋
頓
を
即
位
さ
せ
主
力
の
大
同
団
結
を
図
っ
た
と
想
定
し
て
い
る36

。
三
郡
烏

桓
に
強
力
な
王
権
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
斯
様
な
周
辺
状
況
が
あ
っ
た
事
に
由
来
し
よ
う
。
即
ち
、
不
安
定
な
社
会
の
中
、
自
集
団
の

生
き
残
り
の
た
め
、
よ
り
強
い
王
権
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
郡
烏
桓
内
部
に
お
い
て
中
央
集
権
的
な
王
権
へ
の
志
向
を

誘
発
せ
し
め
る
に
足
る
事
情
で
あ
ろ
う
。

ほ
ぼ
同
時
期
の
鮮
卑
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
川
本
芳
昭
氏
は
、
軻
比
能
政
権
下
の
鮮
卑
に
お
い
て
、
中
国
内
地
か
ら
多
く
の
漢
人

が
帰
属
し
た
た
め
、
王
権
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
事
を
述
べ
て
い
る
。
漢
人
と
の
接
触
に
関
す
る
具
体
例
と
し
て
は
、
兵
器
の

製
造
技
術
や
漢
字
の
取
得
、
軍
事
編
成
や
指
揮
方
法
の
革
新
と
い
っ
た
諸
要
素
に
つ
い
て
、
漢
か
ら
の
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る37

。
ま
た
、

軻
比
能
台
頭
に
先
立
つ
檀
石
槐
政
権
の
鮮
卑
で
は
、大
統
一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
そ
の
勢
力
は
強
大
化
し
、大
人
の
位
の
世
襲
も
始
ま
っ

た
。
川
本
氏
は
こ
れ
ら
を
鮮
卑
の
自
立
化
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鮮
卑
が
集
団
と
し
て
自
立
し
て
い
く
過
程
に
お
け
る
一
齣

と
し
て
、
か
か
る
漢
人
と
の
接
触
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る38

。
換
言
す
れ
ば
、
漢
人
と
の
接
触
は
非
漢
族
の
集
団
に
お
け
る
転
換

点
と
な
り
得
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

非
漢
族
の
集
団
に
と
っ
て
、
漢
人
と
の
接
触
・
流
入
は
、
受
け
入
れ
る
側
の
社
会
の
変
質
を
惹
起
す
る
原
因
た
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、

社
会
が
変
る
に
際
し
、
そ
れ
を
束
ね
る
王
権
も
変
化
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
規
模
の
大
小
は
あ
れ
、
王
権
も
含
め
て
社
会

の
在
り
方
が
変
化
す
る
と
見
て
良
い
。
右
の
鮮
卑
の
事
例
を
踏
ま
え
た
時
、
三
郡
烏
桓
に
お
け
る
王
権
の
在
り
方
の
変
化
が
、
世
襲
王
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権
の
導
入
と
し
て
表
出
し
た
と
考
え
る
事
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
王
権
一
般
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
中
央
集
権

と
世
襲
の
出
現
が
、
そ
の
変
化
の
在
り
方
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
烏
桓
と
漢
人
と
の
接
触
の
道

程
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

烏
桓
は
、
比
較
的
早
期
に
後
漢
の
郡
県
周
辺
に
生
活
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
、『
三
国
志
』
烏
丸
伝
、
裴
注
所
引
『
魏
書
』
に
、

建
武
二
十
五
年
、
烏
丸
大
人
の
郝
旦
等
九
千
餘
人 

衆
を
率
い
て
闕
に
詣
る
。
其
の
渠
帥
を
封
じ
て
侯
王
と
爲
す
者
は
八
十
餘
人
、

塞
内
に
居
り
、
遼
東
屬
國
・
遼
西
・
右
北
平
・
漁
陽
・
廣
陽
・
上
谷
・
代
郡
・
鴈
門
・
太
原
・
朔
方
の
諸
郡
界
に
布
列
し
て
、
種

人
を
招
來
せ
し
め
、
其
の
衣
食
を
給
い
、
校
尉
を
置
き
て
以
て
之
を
領
護
し
、
遂
に
漢
の
爲
に
偵
備
し
、
匈
奴
・
鮮
卑
を
擊
つ
。

（
建
武
二
十
五
年
、
烏
丸
大
人
郝
旦
等
九
千
餘
人
率
衆
詣
闕
。
封
其
渠
帥
爲
侯
王
者
八
十
餘
人
、
使
居
塞
内
、
布
列
遼
東
屬
國
・
遼
西
・
右
北
平
・
漁
陽
・

廣
陽
・
上
谷
・
代
郡
・
鴈
門
・
太
原
・
朔
方
諸
郡
界
、
招
來
種
人
、
給
其
衣
食
、
置
校
尉
以
領
護
之
、
遂
爲
漢
偵
備
、
擊
匈
奴
・
鮮
卑
。）

と
あ
っ
て
、
早
く
も
後
漢
の
初
め
に
は
「
遼
東
屬
國
・
遼
西
・
右
北
平
・
漁
陽
・
廣
陽
・
上
谷
・
代
郡
・
鴈
門
・
太
原
・
朔
方
諸
郡
界
」

に
生
活
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
書
は
、

匈
奴
の
降
る
や
、
鮮
卑
・
烏
丸
各
〻
塞
外
に
還
る
。
是
の
後
、
烏
丸 

稍
〻
復
た
親
附
し
、
其
の
大
人
戎
末

を
拜
し
て
都
尉
と
爲

す
。
順
帝
の
時
に
至
り
、
戎
末

・
率
將
王
侯
の
咄
歸
・
去
延
等 
烏
丸
校
尉
の
耿
曄
に
從
い
て
塞
を
出
で
て
鮮
卑
を
擊
ち
て
功
有

り
、
還
り
て
皆
な
拜
し
て
率
衆
王
と
爲
り
、
束
帛
を
賜
わ
る
。

（
匈
奴
降
、
鮮
卑
・
烏
丸
各
還
塞
外
。
是
後
、
烏
丸
稍
復
親
附
、
拜
其
大
人
戎
末

爲
都
尉
。
至
順
帝
時
、
戎
末

・
率
將
王
侯
咄
歸
・
去
延
等
從
烏
丸
校
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尉
耿
曄
出
塞
擊
鮮
卑
有
功
、
還
皆
拜
爲
率
衆
王
、
賜
束
帛
。）

と
続
け
る
か
ら
、
烏
桓
は
一
時
期
塞
外
に
出
た
事
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
基
本
的
に
は
後
漢
と
連
携
し
て
い
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
烏
桓
が
漢
人
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
右
に
見
た
後
漢
初
期
や
、
順
帝
期
に
都
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
烏
桓
大
人
戎
末
39

の
時

期
が
、
特
に
予
想
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
丘
力
居
か
ら
見
れ
ば
、
数
世
代
前
の
事
で
あ
っ
て
、
烏
桓
は
長
期
間
に
亘
っ
て
断
続
的
に
漢
人

と
接
触
し
て
い
た
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
丘
力
居
時
代
ま
で
の
烏
桓
は
、
漢
人
と
の
接
触
経
験
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
見
做
し
得

る
。遺

憾
な
が
ら
烏
桓
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
零
細
で
、
且
つ
考
古
資
料
に
も
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
社
会
構
造
を
復
元
す

る
に
は
『
三
国
志
』
や
『
後
漢
書
』
と
そ
こ
に
注
引
さ
れ
る
諸
書
の
記
載
を
主
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
か
る
史
料
情
況
を
踏
ま
え
た

上
で
、
諸
書
に
丘
力
居
の
死
後
か
ら
大
人
の
位
に
世
襲
の
動
き
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
烏
桓
社

会
の
積
み
重
ね
も
踏
ま
え
つ
つ
、
丘
力
居
在
世
の
時
期
に
お
け
る
変
化
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
張

純
の
乱
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
掲
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
【
Ｂ
】
で
も
述
べ
ら
れ
る
叛
乱
で
、
こ
こ
で
丘
力
居
ら
烏
桓
は
張
純
と
共
に
反
乱
を
起
こ
す
も
、

最
終
的
に
は
後
漢
に
服
属
す
る
。
右
に
見
た
如
く
、
こ
れ
ま
で
後
漢
に
よ
っ
て
主
に
匈
奴
や
鮮
卑
等
の
非
漢
族
と
の
戦
線
に
動
員
さ
れ

て
き
た
烏
桓
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
対
漢
人
の
戦
闘
に
も
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
烏
桓
に
お
け
る
大
き
な
転
換

点
で
は
な
か
っ
た
か
。

鮮
卑
が
漢
人
を
大
量
に
受
け
入
れ
た
が
故
に
、
そ
の
習
俗
を
変
化
さ
せ
た
事
は
既
に
川
本
芳
昭
氏
の
指
摘
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
張

純
の
乱
以
降
、
烏
桓
は
漢
人
と
行
動
を
共
に
す
る
事
が
際
立
っ
て
増
え
て
お
り
、
例
え
ば
、
閻
柔
が
公
孫

と
戦
っ
た
時
の
事
と
し
て
、
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『
三
国
志
』
巻
八
、
公
孫

伝
は
、

（
閻
）
柔 

烏
丸
・
鮮
卑
を
招
誘
し
、
胡
漢
數
萬
人
を
得
、
瓚
の
置
く
所
の
漁
陽
太
守
の
鄒
丹
と
潞
北
に
戰
い
、
大
い
に
之
を
破
り
、

丹
を
斬
る
。

（
柔
招
誘
烏
丸
・
鮮
卑
、
得
胡
漢
數
萬
人
、
與
瓚
所
置
漁
陽
太
守
鄒
丹
戰
于
潞
北
、
大
破
之
、
斬
丹
。）

と
記
し
、
胡
漢
数
万
人
規
模
の
連
合
軍
の
中
に
烏
桓
が
居
た
事
が
知
れ
る
。
ま
た
、
正
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
単
于
導
入
以
前

に
三
郡
烏
桓
が
幽
州
の
漢
人
を
自
ら
の
勢
力
に
組
み
込
ん
で
い
た
事
が
、『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
一
（
２
０
６
）
年
秋
八
月
条
（
原

文
は
前
掲
注
⑮
参
照
）
に
、

三
郡
烏
丸 

天
下
の
亂
る
を
承
け
、
幽
州
を
破
り
、
漢
民
を
略
有
す
る
こ
と
合
わ
せ
て
十
餘
萬
戸
。
袁
紹 

皆
な
其
の
酋
豪
を
立
て
て

單
于
と
爲
し
、
家
人
の
子
を
以
て
己
の
女
と
爲
し
、
焉
に
妻
す
。

と
あ
る
事
よ
り
分
か
る40

。
鮮
卑
と
同
じ
く
烏
桓
に
お
い
て
も
、
か
か
る
漢
人
と
の
度
重
な
る
接
触
や
漢
人
と
の
共
同
戦
線
、
対
漢
人
戦

闘
の
経
験
等
が
、
烏
桓
社
会
の
在
り
方
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
。

鮮
卑
に
お
い
て
は
軻
比
能
以
前
の
檀
石
槐
の
時
点
で
、
既
に
世
襲
王
権
成
立
へ
の
動
き
が
出
て
い
た
。
た
め
に
鮮
卑
と
漢
人
と
の
度

重
な
る
接
触
に
よ
る
王
権
へ
の
影
響
は
、
世
襲
以
外
の
面
で
表
出
し
て
い
た
の
は
既
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
翻
っ
て
烏
桓
を
見
て
み

れ
ば
、
烏
桓
と
漢
人
と
の
接
触
と
い
う
状
況
の
変
化
が
、
烏
桓
王
権
の
在
り
方
に
何
ら
か
の
作
用
を
し
た
と
想
定
す
る
場
合
、
そ
れ
は
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王
権
の
強
化
と
い
う
方
向
で
表
出
し
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
既
に
述
べ
た
如
く
烏
桓
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
強
い
団
結

が
あ
れ
ば
よ
り
有
利
に
事
態
を
乗
り
切
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
度
重
な
る
軍
事
動
員
は
強
力
な
王
権
が
あ
れ
ば
よ
り
安

定
的
に
対
処
で
き
よ
う
。
ま
た
、
漢
人
と
の
接
触
が
増
え
る
事
は
、
彼
ら
に
自
ら
の
社
会
が
影
響
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
。

三
郡
烏
桓
の
周
囲
の
環
境
が
、
鮮
卑
や
諸
軍
閥
等
の
割
拠
に
よ
っ
て
な
お
予
断
を
許
さ
ぬ
事
態
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
力
な
王
権

の
次
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
王
権
の
安
定
的
な
継
承
で
あ
ろ
う
。
王
権
の
継
承
の
度
に
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
程
に
優
れ
た
人
物
が
出
現

す
る
保
証
は
な
い
し
、
も
し
実
力
が
懸
隔
し
な
い
中
で
優
れ
た
人
物
を
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
候
補
者
同
士
の
争
い
を
引
き
起
こ
し
易
い

の
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
め
に
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
の
が
、
世
襲
王
権
の
出
現
な
の
で
は

な
い
か
。

烏
桓
に
や
や
先
行
す
る
形
で
、
後
漢
桓
帝
か
ら
霊
帝
期
に
か
け
て
の
檀
石
槐
に
率
い
ら
れ
た
鮮
卑
に
も
世
襲
の
動
き
が
出
て
い
る
事

は
、
烏
桓
と
鮮
卑
の
境
遇
の
近
さ
に
鑑
み
れ
ば
興
味
深
い
現
象
で
あ
ろ
う41

。
か
か
る
状
況
を
踏
ま
え
、
江
上
波
夫
氏
は
烏
桓
と
鮮
卑
の

君
長
に
つ
い
て
、「
後
漢
末
こ
ろ
に
な
る
と
、
男
系
の
子
孫
に
よ
る
世
襲
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
し
ば
ら
く
、
推
戴
・
世
襲
の
両
制
が
併

存
し
た
が
、
魏
晋
時
代
に
は
、
世
襲
制
が
一
般
化
し
た42

」
と
概
括
す
る
。
ま
た
、
吉
本
道
雅
氏
は
、
鮮
卑
に
お
け
る
大
人
世
襲
の
出
現

に
つ
い
て
、「
大
人
世
襲
制
の
開
始
は
、
大
人
の
血
統
を
そ
の
個
人
的
資
質
よ
り
優
先
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
人
位
継
承
の
安
定
が
期
待

さ
れ
る
。
檀
石
槐
の
三
〇
年
に
も
わ
た
る
支
配
が
、
鮮
卑
部
落
間
な
い
し
部
落
内
の
紛
争
を
抑
止
し
、
大
人
推
挙
制
が
必
然
的
に
と
も

な
う
継
承
紛
争
を
忌
避
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う43

」
と
述
べ
る
。
恐
ら
く
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
も
、相
互
の
紛
争
に
よ
っ
て
団
結
が
乱
れ
、

鮮
卑
や
諸
軍
閥
等
に
圧
倒
さ
れ
る
事
を
防
ぐ
た
め
、
安
定
的
に
君
長
を
輩
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

強
力
な
王
権
が
必
要
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
生
み
出
す
た
め
に
君
長
の
交
代
毎
に
争
い
が
あ
っ
た
の
で
は
自
集
団
の
弱
体
化
は
避
け

難
い
。
君
長
の
死
後
、
常
に
圧
倒
的
に
抜
き
ん
出
た
人
物
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
場
合
―
そ
し
て
、
そ
う
で
な
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い
場
合
の
方
が
往
々
に
し
て
多
い
―
は
、
実
力
を
近
く
す
る
複
数
名
に
よ
っ
て
君
長
位
の
争
い
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
た
め
に
世
襲
と

い
う
推
薦
に
比
し
て
よ
り
安
定
的
に
王
権
を
再
生
産
で
き
る
体
制
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

丘
力
居
の
死
後
、
そ
の
子
の
楼
班
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
も
、
な
お
実
力
あ
る
蹋
頓
が
君
長
と
な
っ
た
の
は
、
正
し
く
江
上
氏
の
言

う
推
戴
と
世
襲
の
併
存
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
見
做
せ
よ
う
。
し
か
し
、蹋
頓
が
丘
力
居
の
「
從
子
」
で
あ
っ
た
事
に
鑑
み
れ
ば
、

丘
力
居
家44

を
王
家
と
す
る
世
襲
王
権
へ
の
動
き
も
こ
こ
に
見
出
せ
よ
う
。
一
方
、
丘
力
居
の
死
後
、
楼
班
の
名
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
も
、

な
お
即
位
し
得
な
い
点
に
、
三
郡
烏
桓
の
世
襲
王
権
が
ま
だ
未
成
熟
で
あ
っ
た
事
も
窺
え
る
。

丘
力
居
の
死
後
、
実
力
あ
る
蹋
頓
が
君
長
と
な
る
事
で
落
ち
着
い
た
も
の
の
、
三
郡
烏
桓
に
単
于
が
導
入
さ
れ
て
以
後
、
蹋
頓
が
位

を
譲
っ
て
楼
班
が
単
于
に
即
位
す
る
事
を
以
て
、
烏
桓
の
世
襲
王
権
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
丘
力
居
・
蹋
頓
・

楼
班
と
三
代
続
け
て
丘
力
居
家
か
ら
君
長
を
輩
出
し
て
い
る
の
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
一
連
の

三
郡
烏
桓
の
改
革
的
運
動
が
、
実
権
を
掌
握
す
る
蹋
頓
へ
の
反
発
を
伴
っ
て
い
な
い
事
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
楼
班
が
単
于
と
な
り
蹋
頓
が
王
と
な
っ
て
以
降
も
三
郡
烏
桓
の
中
心
は
蹋
頓
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

実
権
を
掌
握
す
る
蹋
頓
へ
の
反
発
と
し
て
世
襲
が
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
極
め
て
平
和
的
に
単
于
の
交
代
―
の
み
な
ら
ず
、
推
薦

か
ら
世
襲
へ
と
い
う
継
承
の
理
屈
の
交
代
―
が
行
わ
れ
た
と
見
做
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
蹋
頓
も
ま
た
丘
力
居
家
の
一
員
で
あ
る

以
上
、
王
権
と
丘
力
居
家
を
結
び
つ
け
る
世
襲
王
権
の
出
現
は
望
む
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
れ
ば
世
襲
王
権
の
出
現
は
、
少
な
く
と
も
三
郡
烏
桓
の
君
長
達
の
総
意
と
し
て
行
わ
れ
た
と
見
て
良
い
。
こ
れ
は
蹋
頓
が
楼
班
の

即
位
に
同
意
し
、
且
つ
三
郡
烏
桓
の
中
で
（
恐
ら
く
）
二
番
目
の
実
力
者
で
あ
る
蘇
僕
延
が
中
心
と
な
っ
て
楼
班
を
即
位
さ
せ
て
い
る
事

か
ら
も
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
丘
力
居
家
に
よ
る
世
襲
王
権
を
戴
く
と
い
う
方
針
を
君
長
側
か
ら
示
し
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
定
着
し

て
い
っ
た
の
が
当
時
の
三
郡
烏
桓
社
会
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
背
景
に
は
強
力
な
王
権
を
安
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定
的
に
再
生
産
さ
せ
、
当
時
の
三
郡
烏
桓
を
取
り
巻
く
厳
し
い
社
会
状
況
を
乗
り
切
っ
て
い
く
目
論
み
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
加

え
て
言
え
ば
、
丘
力
居
の
時
代
は
三
郡
烏
桓
と
し
て
明
確
に
纏
ま
り
始
め
る
時
期
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
三
郡
烏
桓
を
強
固
に
纏
め
あ
げ

る
強
力
な
王
権
が
必
要
と
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
こ
で
丘
力
居
の
死
後
、
丘
力
居
家
か
ら
ま
ず
武
力
に
秀
で
る
蹋
頓
が
立
ち
、
三
郡
烏
桓
は
推
薦
と
世
襲
（
父
子
で
は
な
い
と
は
い
え
）

の
両
方
の
資
格
を
（
一
応
は
）
満
た
す
後
継
者
を
得
た
。
そ
の
後
、
丘
力
居
の
子
で
あ
る
楼
班
が
成
長
す
る
に
応
じ
て
、
君
長
位
を
楼
班

に
継
承
さ
せ
た
。
こ
こ
に
世
襲
に
よ
る
継
承
の
事
実
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
事
と
な
り
、し
か
も
権
力
継
承
に
熾
烈
な
闘
争
は
見
ら
れ
ず
、

む
し
ろ
極
め
て
順
調
に
且
つ
穏
当
に
丘
力
居
家
に
よ
る
君
長
位
の
独
占
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
言
い
得
る
。

以
上
の
行
論
に
は
推
測
を
含
む
所
は
あ
る
に
せ
よ
、後
漢
末
に
お
い
て
三
郡
烏
桓
が
世
襲
王
権
を
志
向
し
て
い
る
点
は
事
実
で
あ
り
、

そ
の
契
機
と
し
て
自
ら
を
取
り
巻
く
状
況
へ
の
適
応
が
想
定
し
得
る
と
い
う
事
は
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
世
襲
王
権
成
立
の
動
き
が
具

体
的
に
顕
在
化
し
て
く
る
の
は
丘
力
居
の
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
周
辺
の
漢
人
軍
閥
と
の
連
携
を
繰
り
返
す
中
で
、
強
い

君
長
に
率
い
ら
れ
、
そ
の
強
さ
が
安
定
的
に
継
承
さ
れ
る
集
団
の
創
出
が
求
め
ら
れ
た
事
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
三
郡

烏
桓
に
お
け
る
世
襲
王
権
成
立
の
背
景
と
し
て
、
特
に
黄
巾
の
乱
以
降
に
お
け
る
周
辺
状
況
の
劇
的
変
化
や
、
漢
人
と
の
度
重
な
る
接

触
の
影
響
が
存
在
し
た
可
能
性
の
存
在
を
、
ひ
と
ま
ず
指
摘
す
る
事
が
で
き
よ
う
。

単
于
譲
位
後
の
蹋
頓
が
、
な
お
三
郡
烏
桓
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
点
か
ら
見
て
、
蹋
頓
か
ら
楼
班
の
単
于
の
交
代
が
三
郡
烏
桓
の

実
質
的
な
指
導
者
の
交
代
を
意
味
し
な
か
っ
た
事
は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
、
楼
班
の
単
于
即
位
時
点
の
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
、
単
于

は
な
お
名
実
を
共
に
す
る
君
長
の
地
位
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
。
制
度
上
の
君
長
で
あ
る
楼
班
は
世
襲
で
あ
り
、
実
権
は
な
お
実

力
者
た
る
蹋
頓
が
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
体
制
は
、
却
っ
て
推
戴
と
世
襲
に
揺
れ
る
三
郡
烏
桓
の
君
長
継
承
の
在
り
方
を
表
象
す
る

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
三
郡
烏
桓
が
丘
力
居
家
を
権
力
構
造
の
頂
点
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
は
間
違
い
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な
く
、
こ
こ
に
三
郡
烏
桓
の
王
家
の
誕
生
を
見
る
事
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
く
て
元
来
世
襲
で
は
な
か
っ
た
三
郡
烏
桓
の
君
長
位
に
世
襲
が
出
現
し
た
の
が
、
丘
力
居
か
ら
蹋
頓
・
楼
班
へ
と
続
い
て
い
く
継

承
で
あ
っ
た
。
で
は
、
か
か
る
王
権
の
変
化
と
、
三
郡
烏
桓
に
お
け
る
君
長
号
の
変
化
―
大
人
乃
至
王
か
ら
単
于
へ
―
は
、
如
何
な
る

関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蹋
頓
時
代
の
途
中
か
ら
君
長
の
称
謂
が
単
于
に
替
わ
っ
て
い
る
事
に
鑑
み
れ
ば
、
世
襲
王
権
の
出
現
へ

の
動
き
が
単
于
の
導
入
に
先
行
す
る
事
と
な
り
、
両
者
に
は
直
接
的
な
因
果
関
係
を
見
出
し
難
い
。
む
し
ろ
、
折
し
も
世
襲
王
権
成
立

へ
向
か
っ
て
動
い
て
い
た
烏
桓
の
君
長
が
、
袁
紹
か
ら
の
単
于
授
与
を
好
機
と
捉
え
、
新
た
な
王
権
を
示
す
べ
き
新
た
な
称
号
と
し
て

単
于
を
積
極
的
に
利
用
し
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。

要
す
る
に
、
単
于
を
与
え
ら
れ
た
事
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
三
郡
烏
桓
の
体
制
の
変
化
と
、
周
辺
環
境
に
対
応
す
べ
く
引
き
起

こ
さ
れ
た
三
郡
烏
桓
の
王
権
の
在
り
方
の
変
化
と
は
、
相
前
後
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
別
個
の
事
象
で
あ
っ
て
、
相
互
の
関
連
が
極
め

て
薄
い
と
い
う
事
が
言
い
得
よ
う
。
敢
え
て
単
純
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
君
主
号
の
変
化
と
い
う
外
面
的
―
大
人
乃
至
王
か
ら
単
于
へ

と
い
う
称
号
の
変
化
が
、
集
団
の
体
制
と
い
う
外
皮
的
な
部
分
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
外
面
的
と
言
う
―
な
変
化
と
、

王
権
継
承
の
理
屈
の
変
化
と
い
う
内
面
的
―
世
襲
王
権
の
成
立
が
、
王
権
継
承
の
仕
組
み
の
変
化
と
い
う
集
団
内
部
の
理
屈
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
内
面
的
と
言
う
―
な
変
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
発
生
し
て
い
た
の
が
当
時
の
三
郡
烏
桓
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

は
、
後
に
触
れ
る
授
与
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
単
于
へ
の
認
識
の
乖
離
を
見
る
時
、
重
要
な
示
唆
を
持
つ
。

本
章
で
述
べ
た
事
を
改
め
て
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
丘
力
居
の
時
代
に
、
三
郡
烏
桓
王
権
の
在
り
方
の
変
化
と
し
て
、

世
襲
王
権
出
現
へ
の
動
き
が
出
現
し
た
。
こ
れ
は
丘
力
居
の
時
代
以
来
、
特
に
激
変
し
た
三
郡
烏
桓
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
対
応

す
る
た
め
、
強
力
な
王
権
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
三
郡
烏
桓
と
し
て
の
集
団
の
統
一
が
明
確
に

な
り
始
め
た
故
に
、
広
が
っ
た
支
配
権
を
強
固
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
狙
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
斯
く
王
権
の
在
り
方
を
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変
化
さ
せ
る
動
き
を
見
せ
る
烏
桓
に
、
袁
紹
よ
り
単
于
授
与
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
烏
桓
は
大
人
乃
至
王
を
頂
点
と
す
る
体

制
か
ら
、
単
于
を
頂
点
と
す
る
体
制
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
時
の
三
郡
烏
桓
は
、
世
襲
王
権
の
出
現
と
君
主
号
の
単
于

へ
の
変
更
と
い
う
二
つ
の
変
化
が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
郡
烏
桓
内
部
に
お
け
る
権
力
構
造
の
変
革
に
お
い
て
、単
于
が
（
名
目
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
君
長
号
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
し
て
良
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
単
于
は
烏
桓
に
元
来
あ
っ
た
称
号
で
は
な
く
、
し
か
も
袁
紹
に
与
え
ら
れ
て
か

ら
そ
れ
ほ
ど
時
間
を
経
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
単
于
を
君
長
と
見
做
す
点
に
つ
い
て
は
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
に

単
于
の
三
郡
烏
桓
に
お
け
る
定
着
の
一
端
を
見
出
し
得
よ
う
。

後
漢
末
期
以
来
、
単
于
は
音
が
変
わ
り
価
値
や
尊
位
も
低
下
し
、
乱
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
な
お
各
地
に
残
存
し
て

い
た
と
さ
れ
る
が45

、
で
は
、
何
故
、
烏
桓
に
定
着
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
同
時
代
の
烏
桓
以
外
の
単
于
も
視
野
に
い
れ

つ
つ
、
そ
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
、
後
漢
末
か
ら
曹
魏
に
か
け
て
の
単
于

前
章
に
お
い
て
、
世
襲
王
権
の
出
現
過
程
の
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
、
単
于
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
君
長
号
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た

事
を
述
べ
た
。
そ
の
後
の
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
も
、
単
于
を
君
長
号
と
す
る
事
は
引
き
続
き
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
何
故
、
本
来
的
に
自
身
の
君
長
号
で
は
な
い
単
于
が
三
郡
烏
桓
に
定
着
し
得
た
の
か
。
こ
の
点
を
論
ず
る
に
、
少
々
迂
遠
な
が

ら
、
三
郡
烏
桓
に
単
于
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
と
同
時
代
―
即
ち
後
漢
末
か
ら
曹
魏
―
に
お
け
る
他
の
単
于
を
一
瞥
し
、
以
て
三
郡
烏

桓
と
の
比
較
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
烏
桓
へ
の
単
于
の
授
受
と
い
う
の
は
、
烏
桓
の
体
制
の
変
化
で
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も
あ
り
な
が
ら
、
授
与
す
る
側
の
変
化
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
漢
や
曹
魏
に
よ
る
単
于
の
運
用
状
況
何
如
に
つ
い
て
見
て
み
る
事
は
、

三
郡
烏
桓
の
単
于
に
つ
い
て
も
知
見
を
与
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
三
郡
烏
桓
以
外
の
烏
桓
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
代
郡
烏
桓
に
お
い
て
も
単
于
の
浸
透
が
あ
っ
た
事
が
見
ら
れ
る
。
曹
操
の

三
郡
烏
桓
征
伐
と
相
前
後
し
て
代
郡
太
守
に
抜
擢
さ
れ
た
裴
潜
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
任
命
の
背
景
を
『
三
国
志
』
巻
二
十
三
、
裴
潜
伝

は
、

時
に
代
郡 

大
い
に
亂
れ
、
潛
を
以
て
代
郡
太
守
と
爲
す
。
烏
丸
王
及
び
其
の
大
人
、
凡
そ
三
人
、
各
〻
自
ら
單
于
を
稱
し
、
郡
事

を
專
制
す
。

（
時
代
郡
大
亂
、
以
潛
爲
代
郡
太
守
。
烏
丸
王
及
其
大
人
、
凡
三
人
、
各
自
稱
單
于
、
專
制
郡
事
。）

と
説
明
す
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
如
く
、
合
計
三
人
の
烏
桓
王
乃
至
大
人
が
単
于
を
自
称
し
代
郡
を
牛
耳
っ
て
い
た
め
に
、
裴
潜
が
派

遣
さ
れ
た
。
こ
の
三
人
の
単
于
の
う
ち
の
一
人
は
、
第
一
章
で
も
見
た
代
郡
烏
丸
行
単
于
の
普
富
盧
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
人

は
胡
三
省
に
よ
れ
ば
無
臣
氐
で
あ
る
と
さ
れ
る46

。
三
人
目
の
名
前
は
不
明
で
あ
る
が
、『
三
国
志
』
裴
潜
伝
は
、
裴
潜
が
三
年
間
に
亘
っ

て
太
守
と
し
て
代
郡
を
善
く
統
治
し
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
丞
相
理
曹
掾
に
転
属
し
た
事
に
続
け
て
、

後
數
十
日
し
て
、
三
單
于
の
反
問 

至
り
、
乃
ち

陵
侯
の
彰
を
遣
わ
し
て
驍
騎
將
軍
と
爲
し
て
之
を
征
せ
し
む
。

（
後
數
十
日
、
三
單
于
反
問
至
、
乃
遣

陵
侯
彰
爲
驍
騎
將
軍
征
之
。）
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と
記
し
て
い
る
か
ら
、
代
郡
を
牛
耳
り
初
め
て
か
ら
三
年
経
っ
た
後
も
、
な
お
彼
の
地
に
は
三
人
の
烏
桓
の
単
于
が
存
在
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
た
代
郡
烏
桓
の
単
于
と
、
先
に
見
た
上
郡
烏
桓
の
単
于
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
二

（
２
０
７
）
年
十
一
月
条
に
初
見
す
る
が
、
恐
ら
く
三
郡
烏
桓
に
単
于
が
与
え
ら
れ
た
の
と
並
行
し
て
、
他
の
地
域
の
烏
桓
に
も
単
于
が

広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
如
く
、
当
時
に
お
い
て
単
于
は
非
漢
族
の
君
長
を
懐
柔
す
る
肩
書
き
と
し
て
用
い
ら
れ
て

お
り
、
三
郡
烏
桓
が
烏
桓
の
中
で
特
別
に
単
于
を
占
有
し
て
い
た
と
考
え
る
理
由
は
な
い
。

以
上
に
確
認
し
た
通
り
、
単
于
は
三
郡
烏
桓
に
限
ら
ず
広
く
烏
桓
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
次
に
烏
桓
以
外
の
単
于
に
つ
い
て
見

て
い
こ
う
。
ま
ず
見
る
べ
き
な
の
は
、
単
于
の
本
家
と
も
言
い
得
る
匈
奴
単
于
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
別
格
の
存
在
で
あ
っ
た
。

『
三
国
志
』
巻
二
、
文
帝
紀
、
延
康
元
（
２
２
０
）
年
十
一
月
条
、
裴
注
所
引
『
献
帝
伝
』
に
、

辛
未
、
魏
王 

登
壇
し
て
受
禪
し
、
公
卿
・
列
侯
・
諸
將
・
匈
奴
單
于
・
四
夷
の
朝
す
る
者
數
萬
人 

陪
位
し
、
天
地
・
五
嶽
・
四
瀆

を
燎
祭
し
て
曰
く
「
…
…
」

（
辛
未
、
魏
王
登
壇
受
禪
、
公
卿
・
列
侯
・
諸
將
・
匈
奴
單
于
・
四
夷
朝
者
數
萬
人
陪
位
、
燎
祭
天
地
・
五
嶽
・
四
瀆
曰
「
…
…
」）

と
あ
っ
て
、
禅
譲
と
い
う
曹
魏
建
国
の
最
重
要
事
項
に
お
い
て
、
匈
奴
単
于
が
四
夷
と
区
別
さ
れ
て
列
席
し
て
い
る
の
を
見
る
。
曹
魏

の
所
謂
「
上
尊
号
碑
」
に
お
い
て
も
、
並
み
居
る
臣
僚
の
中
で
、
匈
奴
単
于
の
呼
廚
泉
が
非
漢
族
の
君
長
と
し
て
は
唯
一
其
の
名
を
連

ね
て
い
る
。
井
波
陵
一
氏
は
、「
呼
廚
泉
は
『
客
礼
』
に
よ
っ
て
待
遇
さ
れ
、
九
卿
よ
り
早
く
名
前
が
登
場
し
て
い
る
が
、
本
当
に
『
お

客
さ
ん
』
で
あ
り
、
実
権
を
伴
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い47

」
と
述
べ
る
が
、
他
の
非
漢
族
と
較
べ
れ
ば
、
匈
奴
単
于
は
や
は
り
別
格
の

存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。



立命館東洋史學　第 43號

80

で
は
、
烏
桓
と
匈
奴
以
外
に
単
于
は
居
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
三
国
志
』
文
帝
紀
、
延
康
元
（
２
２
０
）
年
三
月
条
を
見
る
と
、

貊
・
扶
餘
の
單
于
・
焉
耆
・
于

の
王
皆
な
各
〻
使
を
遣
わ
し
て
奉
獻
す
。

（

貊
・
扶
餘
單
于
・
焉
耆
・
于

王
皆
各
遣
使
奉
獻
。）

と
あ
っ
て
、
後
漢
の
最
末
期
に

貊
単
于
と
夫
餘
単
于
が
来
朝
し
た
事
を
知
る
。

貊
は
高
句
麗
を
意
味
す
る
が48

、
高
句
麗
に
せ
よ
夫

餘
に
せ
よ
、
そ
の
君
長
は
王
を
称
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る49

。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
こ
で
両
者
は
単
于
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後

ろ
に
続
く
焉
耆
と
于

の
君
長
が
王
と
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
見
て
も
、
来
朝
し
た
君
長
を
一
括
し
て
単
于
と
呼
ん
で
い
た
事
は
想
定
し

難
い
。
何
ら
か
の
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
孫
呉
が
高
句
麗
王
に
単
于
を
与
え
た
事
例
が
目
を
引
く
。

『
三
国
志
』
巻
四
十
七
、
呉
主
伝
、
嘉
禾
二
（
２
３
３
）
年
三
月
条
裴
注
所
引
『
呉
書
』

初
め
、
張
彌
・
許
晏
等 

俱
に
襄
平
に
到
る
。
…
…
因
り
て
詔
を
句
驪
王
宮
及
び
其
の
主
簿
に
宣
べ
、
詔
し
て
賜
有
る
も
遼
東
の
攻

奪
す
る
所
と
爲
る
を
言
う
。
宮
等 

大
い
に
喜
び
、
即
ち
詔
を
受
け
、
使
人
に
命
じ
て
旦
に
隨
い
て
羣
・
德
を
還
迎
せ
し
む
。
其
の

年
、
宮 

皂
衣
二
十
五
人
を
遣
わ
し
て
旦
等
を
送
り
て
還
さ
し
め
、
表
を
奉
じ
て
稱
臣
し
、
貂
皮
千
枚
・

雞
皮
十
具
を
貢
す
。
旦

等 

權
に
見
え
、
悲
喜 

自
勝
す
る
能
わ
ず
。
權 

之
を
義
と
し
、
皆
な
校
尉
に
拜
さ
る
。
閒
つ
る
こ
と
一
年
、
使
者
の
謝
宏
・
中
書

の
陳
恂
を
遣
わ
し
て
宮
を
拜
し
て
單
于
と
爲
さ
し
め
、
加
え
て
衣
物
珍
寶
を
賜
う
。

（
初
、
張
彌
・
許
晏
等
俱
到
襄
平
。
…
…
因
宣
詔
於
句
驪
王
宮
及
其
主
簿
、
詔
言
有
賜
爲
遼
東
所
攻
奪
。
宮
等
大
喜
、
即
受
詔
、
命
使
人
隨
旦
還
迎
羣
・
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德
。
其
年
、
宮
遣
皂
衣
二
十
五
人
送
旦
等
還
、
奉
表
稱
臣
、
貢
貂
皮
千
枚
・

雞
皮
十
具
。
旦
等
見
權
、
悲
喜
不
能
自
勝
。
權
義
之
、
皆
拜
校
尉
。
閒
一

年
、
遣
使
者
謝
宏
・
中
書
陳
恂
拜
宮
爲
單
于
、
加
賜
衣
物
珍
寶
。）

高
句
麗
王
は
こ
の
後
に
曹
魏
と
連
携
を
深
め
て
い
く
た
め
、
呉
主
孫
権
か
ら
の
単
于
を
長
く
保
持
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が50

、

そ
れ
で
も
孫
権
の
認
識
の
中
に
、
高
句
麗
に
対
す
る
称
号
と
し
て
単
于
が
存
在
し
た
事
は
疑
い
な
い
。

か
か
る
孫
権
の
高
句
麗
へ
の
単
于
授
与
の
背
景
に
つ
い
て
、
菊
地
大
氏
は
孫
呉
が
公
孫
淵
と
断
絶
し
た
た
め
、
燕
王
で
あ
る
公
孫
淵

よ
り
上
位
に
高
句
麗
王
を
位
置
づ
け
、
且
つ
「
遊
牧
号
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
『
単
于
』
を
通
じ
て
馬
の
確
保
を
容
易
に
し
た
い
こ
と
」

を
推
定
し
て
い
る51

。
こ
れ
に
対
し
て
渡
邉
義
浩
氏
は
、
菊
地
氏
の
見
解
を
「
国
際
秩
序
を
理
解
し
て
い
な
い
見
解
」
と
し
、
孫
権
が
単

于
と
い
う
称
号
を
選
ん
だ
の
は
、
高
句
麗
を
北
狄
と
位
置
づ
け
る
事
に
よ
っ
て
、
孫
呉
の
国
際
秩
序
を
北
方
に
及
ぼ
す
た
め
だ
と
し
て

い
る52

。
孫
呉
か
ら
見
て
、
高
句
麗
の
重
要
性
が
主
に
対
曹
魏
・
公
孫
淵
に
お
け
る
戦
略
面
に
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
馬

の
入
手
が
そ
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
事
も
首
肯
し
得
る53

。
但
し
、
孫
呉
か
ら
の
単
于
任
命
が
嘉
禾
二
（
２
３
３
）
年
の
翌
年
（「
閒
一

年
」）、
つ
ま
り
嘉
禾
三
（
２
３
４
）
年
で
あ
る
の
に
対
し
て54

、
右
掲
『
三
国
志
』
文
帝
紀
の
「

貊
・
扶
餘
單
于
」
の
記
述
が
延
康
元

（
２
２
０
）
年
で
あ
る
点
は
注
目
し
て
良
い
。
つ
ま
り
、
高
句
麗
を
単
于
と
す
る
の
は
孫
呉
に
初
見
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
曹
魏

か
ら
す
れ
ば
、
周
知
の
如
く
南
匈
奴
等
を
自
ら
の
影
響
下
に
抱
え
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
高
句
麗
を
北
狄
と
位
置
づ
け
る
必
要
は
な
い
。

『
三
国
志
』
の
『
魏
書
』
が
高
句
麗
を
東
夷
伝
に
列
す
る
事
も
、曹
魏
の
見
解
と
し
て
高
句
麗
が
北
狄
で
は
な
く
東
夷
で
あ
っ
た
事
を
裏

付
け
よ
う
。
従
っ
て
、
孫
権
が
高
句
麗
に
単
于
を
与
え
た
事
に
つ
い
て
は
、
北
狄
と
位
置
づ
け
る
存
在
を
欲
し
て
い
た
如
き
孫
呉
独
自

の
事
情
も
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
曹
魏
に
お
い
て
は
通
用
し
得
な
い
事
は
明
白
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
、
何
故
、
三
国
時
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代
に
単
于
が
高
句
麗
と
接
続
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

余
昊
奎
氏
は
孫
呉
に
よ
る
高
句
麗
王
へ
の
単
于
授
与
を
、「
高
句
麗
を
漢
族
出
身
の
公
孫
氏
政
権
と
区
別
し
、
非
漢
族
の
国
家
と
認
識

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る55

」
と
見
做
す
。
孫
呉
の
み
な
ら
ず
、
曹
魏
に
お
い
て
も
高
句
麗
王
が
単
于
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
事
を
踏

ま
え
れ
ば
、
孫
呉
に
限
定
す
る
事
な
く
、
三
国
時
代
に
お
い
て
「
非
漢
族
の
国
家
」
の
君
長
と
単
于
と
が
接
続
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う

事
に
な
ろ
う
。
こ
の
動
き
は
、
単
于
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
匈
奴
の
君
長
号
か
ら
乖
離
し
て
、
広
く
非
漢
族
の
君
長
へ
の
称
号
と
な
っ

て
き
て
い
る
事
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
先
に
見
た
高
句
麗
や
夫
餘
の
単
于
は
、
彼
ら
が
「
非
漢
族
の
国
家
」
で
あ
る
事
の
表

象
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か56

。

ま
た
、
単
于
授
与
の
際
に
、
授
け
ら
れ
る
側
の
集
団
が
自
ら
の
君
長
の
呼
称
と
し
て
単
于
を
用
い
て
い
た
か
否
か
は
問
題
と
さ
れ
な

い
よ
う
で
あ
る57

。
高
句
麗
に
し
て
も
夫
餘
に
し
て
も
、
彼
ら
固
有
の
君
長
号
を
無
視
し
て
単
于
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う58

。

烏
桓
・
高
句
麗
・
夫
餘
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
元
来
単
于
を
君
長
号
と
す
る
集
団
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
単
于
を
与
え
ら
れ
る
（
乃

至
単
于
と
記
録
さ
れ
る
）
事
が
確
認
さ
れ
た
。
斯
様
な
単
于
の
導
入
は
、
各
集
団
内
か
ら
の
自
発
的
な
動
き
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
外
部
か

ら
の
影
響
を
契
機
と
す
る
可
能
性
が
よ
り
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
三
郡
烏
桓
の
単
于
の
導
入
が
袁
紹
と
い
う
外
部

を
契
機
と
す
る
事
は
既
に
述
べ
て
き
た
如
く
で
あ
る
し
、
高
句
麗
と
夫
餘
に
は
そ
も
そ
も
単
于
が
定
着
し
て
お
ら
ず
、
内
部
か
ら
の
要

請
で
単
于
と
い
う
君
長
号
を
用
い
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
外
部
か
ら
の
単
于
の
授
与
と
い
う
点
に
つ
い
て
手
が
か
り
を
与
え
る
史
料
が
、
左
の
『
三
国
志
』
巻
二
十
六
、
牽
招
伝
の
記
事

で
あ
る
。

太
祖 

將
に
袁
譚
を
討
た
ん
と
す
る
も
、
而
れ
ど
も
柳
城
烏
丸 

騎
を
出
だ
し
て
譚
を
助
け
ん
と
欲
す
。
太
祖 

招
の
嘗
て
烏
丸
を
領
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す
る
を
以
て
、
遣
わ
し
て
柳
城
に
詣
ら
し
む
。
到
り
、
峭
王
の
嚴
す
る
に
五
千
騎
を
以
て
し
當
に
遣
わ
し
て
譚
に
詣
ら
し
む
る
べ

き
に
值
う
。
又
た
遼
東
太
守
の
公
孫
康 

自
ら
平
州
牧
と
稱
し
、
使
の
韓
忠
を
遣
わ
し
て
單
于
の
印
綬
を
齎
し
て
往
き
て
峭
王
に
假

せ
し
む
。
峭
王 

羣
長
と
大
會
し
、
忠
も
亦
た
坐
に
在
り
。
峭
王 

招
に
問
う
に
「
昔
、
袁
公 

天
子
の
命
を
受
け
り
と
言
い
、
我
を

假
し
て
單
于
と
爲
す
。
今
、
曹
公
も
復
た
當
に
更
め
て
天
子
に
白
し
て
、
我
を
真
單
于
に
假
す
べ
し
と
言
う
。
遼
東
も
復
た
印
綬

を
持
し
て
來
た
る
。
此
の
如
く
ん
ば
、
誰
ぞ
當
に
正
と
爲
す
べ
け
ん
や
」
と
。

（
太
祖
將
討
袁
譚
、
而
柳
城
烏
丸
欲
出
騎
助
譚
。
太
祖
以
招
嘗
領
烏
丸
、
遣
詣
柳
城
。
到
、
值
峭
王
嚴
以
五
千
騎
當
遣
詣
譚
。
又
遼
東
太
守
公
孫
康
自
稱
平

州
牧
、
遣
使
韓
忠
齎
單
于
印
綬
往
假
峭
王
。
峭
王
大
會
羣
長
、
忠
亦
在
坐
。
峭
王
問
招
「
昔
袁
公
言
受
天
子
之
命
、
假
我
爲
單
于
。
今
曹
公
復
言
當
更
白

天
子
、
假
我
真
單
于
。
遼
東
復
持
印
綬
來
。
如
此
、
誰
當
爲
正
。」）

こ
れ
は
曹
操
が
三
郡
烏
桓
を
平
定
す
る
に
先
立
っ
て
、
一
部
の
烏
桓
を
自
身
の
陣
営
に
取
り
込
も
う
と
し
た
時
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

右
に
明
ら
か
な
如
く
、
曹
操
・
袁
紹
・
公
孫
康
が
そ
れ
ぞ
れ
烏
桓
の
懐
柔
に
単
于
と
い
う
称
号
を
利
用
し
て
お
り
、
非
漢
族
を
自
身
の

陣
営
に
招
き
入
れ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
単
于
が
機
能
し
始
め
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
、
匈
奴
以
外
に
単
于
を
与
え
る
事
が
見
ら
れ
な
い
事

を
踏
ま
え
れ
ば
、
後
漢
末
期
に
非
漢
族
懐
柔
の
新
た
な
称
謂
と
し
て
単
于
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
見
做
し
得
よ
う
。
要

す
る
に
、
後
漢
末
か
ら
曹
魏
に
か
け
て
非
漢
族
集
団
に
単
于
を
与
え
る
と
い
う
事
が
、
言
わ
ば
外
交
カ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
率
衆
王
等
の
外
交
カ
ー
ド
に
、
新
た
に
一
枚
単
于
と
い
う
カ
ー
ド
が
加
え
ら
れ
た
事
を
意
味
す
る
。
こ
の

点
は
、
以
後
の
歴
史
に
お
け
る
単
于
の
利
用
法
を
見
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
示
唆
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
非
漢
族
集
団
へ
の
称
号
授
与

に
お
い
て
、
新
た
に
単
于
が
選
択
肢
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
後
漢
末
な
の
で
あ
る
。

烏
桓
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
単
于
は
率
衆
王
の
如
き
漢
的
な
秩
序
の
中
に
あ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
大
人
の
如
き
集
団
内
部
の
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固
有
の
称
謂
で
も
な
い
。
た
め
に
何
故
、
単
于
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
が
、
具
体
的
に
そ

れ
を
語
る
史
料
が
な
く
確
証
を
得
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、
先
に
引
い
た
『
英
雄
記
』
の
「
齎
單
于
璽

綬
車
服
、
以
對
爾
勞
」
に
手
掛
か
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
記
事
は
即
ち
、
烏
桓
の
王
で
あ
っ
た
三
郡
烏
桓
そ
れ
ぞ
れ
の
君
長
が
、「
奮
氣
裔
土
、
忿
姦
憂
國
、
控
弦
與
漢
兵
爲
表
裏
、
誠
甚

忠
孝
、
朝
所
嘉
焉
」
で
あ
っ
た
事
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
単
于
を
与
え
ら
れ
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
然
ら
ば
即
ち
、
単
于
は
王
よ
り

も
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
と
な
り
、
従
来
以
上
の
待
遇
を
保
証
し
得
る
も
の
と
な
る
。
単
于
を
王
よ
り
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、王
を
名
乗
る
勢
力
に
対
し
て
単
于
を
与
え
る
名
分
も
立
つ
。
旧
来
よ
り
も
好
待
遇
を
保
証
す
る
新
た
な
称
謂
の
出
現
は
、

複
数
の
軍
閥
が
割
拠
す
る
中
で
、
非
漢
族
を
自
陣
営
に
引
き
寄
せ
る
格
好
の
材
料
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う59

。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
に
見
た
高
句
麗
や
夫
餘
と
単
于
の
関
わ
り
も
、
か
か
る
外
交
カ
ー
ド
と
し
て
の
単
于
利
用
に
連
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
右
の
『
三
国
志
』
牽
招
伝
の
記
事
は
、
後
漢
末
期
に
お
い
て
複
数
の
勢
力
に
よ
っ
て
単
于
が
外
交
上

に
利
用
さ
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
降
る
三
国
時
代
に
お
い
て
も
、
や
は
り
単
于
を
外
交
上
の
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
さ

れ
た
事
は
想
定
し
得
る
だ
ろ
う60

。
単
于
が
王
よ
り
上
位
を
保
証
し
得
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
曹
魏
が
高
句
麗
を
単

于
と
見
做
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
―
『
三
国
志
』
文
帝
紀
の
記
事
は
後
漢
代
の
事
で
あ
る
が
、
実
権
は
曹
丕
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

漢
魏
革
命
を
経
て
一
転
し
て
高
句
麗
と
単
于
が
無
関
係
と
さ
れ
た
と
は
想
定
し
難
い
―
中
、
孫
呉
が
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
単
于
を
高
句

麗
に
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
斯
く
集
団
固
有
の
称
号
と
は
関
係
な
く
、
単
于
が
非
漢
族
集
団
に
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
受
け
取

ら
れ
方
は
一
様
で
は
な
い
。
袁
紹
が
三
郡
烏
桓
に
単
于
を
与
え
て
以
来
、
彼
ら
が
遼
東
に
移
動
し
て
も
な
お
単
于
の
肩
書
き
を
保
持
し

て
い
た
事
は
、
前
掲
『
三
国
志
』
毌
丘
倹
伝
に
見
た
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
郡
烏
桓
の
単
于
つ
い
て
は
、
外
部
か
ら
授
与
さ
れ
た
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単
于
が
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
て
良
い
。
一
方
の
高
句
麗
や
夫
餘
は
、
そ
の
後
の
史
料
で
単
于
と
記
さ
れ
る
事
は
な

い
。
両
者
の
違
い
は
何
処
に
あ
る
の
か
。

高
句
麗
と
夫
餘
に
お
い
て
、
単
于
と
記
さ
れ
る
時
期
（
三
世
紀
初
）
は
既
に
世
襲
王
権
を
含
め
た
国
家
体
制
が
一
定
程
度
に
は
固
ま
っ

て
い
た
頃
で
あ
っ
た
。
高
句
麗
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
金
賢
淑
氏
は
王
莽
の
時
代
に
は
高
句
麗
は
王
を
頂
点
と
し
て
政
治
集
団
と
し

て
固
ま
っ
て
お
り
、大
武
神
王
の
治
世
下
（
在
位
一
八
〜
四
四
年
。
本
稿
に
お
け
る
高
句
麗
王
の
在
位
年
は
『
三
国
史
記
』
に
基
づ
く
）
に
は
那
部
体

制61

の
基
本
が
形
成
さ
れ
、
太
祖
王
代
（
在
位
五
三
〜
一
四
五
年
）
に
那
部
体
制
が
完
成
し
、
王
は
高
句
麗
全
体
の
王
と
し
て
他
の
那
部
の
長

達
と
は
区
別
さ
れ
た
上
位
の
存
在
と
さ
れ
、
那
部
を
通
じ
て
全
て
の
高
句
麗
人
に
支
配
権
を
行
使
し
た
と
言
う62

。
ま
た
、
夫
餘
に
つ
い

て
見
て
み
る
と
、
宮
本
一
夫
氏
は
、
考
古
学
的
分
析
を
踏
ま
え
、
紀
元
前
一
世
紀
か
ら
紀
元
後
一
世
紀
の
段
階
で
夫
餘
に
世
襲
的
首
長

氏
族
が
成
立
し
、
王
権
が
確
立
し
て
い
た
と
指
摘
す
る63

。
従
っ
て
、
高
句
麗
は
遅
く
と
も
二
世
紀
半
ば
に
、
夫
餘
は
遅
く
と
も
後
一
世

紀
に
、
大
凡
の
国
家
体
制
を
整
え
、
特
定
の
氏
族
が
君
長
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
烏
桓
は
前
章
ま
で
で
述
べ
て
き
た
如
く
、
世
襲
王
権
導
入
と
い
う
王
権
継
承
の
在
り
方
を
変
革
さ
せ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、

集
団
の
構
造
と
し
て
は
相
対
的
に
未
成
熟
で
あ
っ
た
。
加
え
て
三
郡
烏
桓
と
し
て
集
団
的
な
纏
ま
り
を
な
し
た
の
は
丘
力
居
か
ら
蹋
頓

に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
て
、
集
団
形
成
に
お
い
て
も
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
三
郡
烏
桓
は
、
か
か
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
単
于
を

授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

単
于
が
定
着
し
な
か
っ
た
高
句
麗
・
夫
餘
と
定
着
し
た
三
郡
烏
桓
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
三
郡
烏
桓
に
つ
い
て
は
、
同
時
並

行
的
に
世
襲
王
権
と
単
于
と
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
集
団
と
し
て
成
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
両
者
が
と
も
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
集
団
形
成
の
過
程
に
導
入
さ
れ
た
単
于
が
、
集
団
の
成
熟
と
共
に
受
容
さ
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
単
于
と
称
さ
れ
た
初
出
―
即
ち
二
二
〇
年
―
の
時
点
で
、
あ
る
程
度
の
集
団
の
成
熟
を
見
て
い
た
高
句
麗
・
夫
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餘
に
単
于
が
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
、
定
ま
っ
た
君
長
位
を
敢
え
て
変
更
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て

三
郡
烏
桓
で
は
、
強
力
な
王
権
や
世
襲
王
権
が
求
め
ら
れ
、
王
権
の
在
り
方
が
変
化
し
て
い
た
時
期
に
、
単
于
と
い
う
新
た
な
君
長
号

の
出
現
を
見
た
の
で
あ
っ
て
、
単
于
が
旧
来
の
君
長
位
に
取
っ
て
代
わ
り
得
る
素
地
は
あ
っ
た
。
単
于
と
い
う
君
長
号
を
受
け
取
る
側

の
社
会
が
、
な
お
可
変
性
に
富
ん
だ
未
成
熟
な
時
期
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る64

。

要
す
る
に
、
三
郡
烏
桓
社
会
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
君
長
号
と
王
権
の
在
り
方
が
共
に
変
化
し
た
と
い
う
事
に
な
り
、
単
に
称
号
の
み

を
押
し
付
け
ら
れ
た
高
句
麗
等
よ
り
も
、
定
着
し
易
い
環
境
が
あ
っ
た
と
思
し
い
の
で
あ
る
。
た
め
に
特
に
三
郡
烏
桓
に
単
于
が
定
着

し
た
の
で
あ
ろ
う65

。

あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
習
俗
の
差
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
池
上
二
良
氏
の
整
理
に
拠
れ
ば
、
三
世
紀
の
東
北

ア
ジ
ア
の
言
語
は
、
①
モ
ン
ゴ
ル
語
の
一
派
乃
至
テ
ュ
ル
ク
語
の
鮮
卑
・
烏
桓
の
言
語
、
②
ツ
ン
グ
ー
ス
語
・
満
洲
語
の
一
派
か
そ
れ

に
近
い
言
語
と
思
わ
れ
る
夫
餘
・
高
句
麗
・

・
東
沃
沮
の
言
語
、
③
今
日
で
言
う
古
ア
ジ
ア
語
に
一
括
さ
れ
る
よ
う
な
近
隣
と
非
常

に
異
な
る
挹
婁
の
言
語
、
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る66

。
そ
れ
ぞ
れ
が
如
何
な
る
言
語
体
系
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
本
稿
で
触
れ
る

余
裕
が
な
い
。
こ
こ
で
は
烏
桓
と
高
句
麗
・
夫
餘
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
言
語
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
事
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
匈
奴
に
つ
い
て
は
モ
ン
ゴ
ル
系
な
の
か
テ
ュ
ル
ク
系
な
の
か
定
め
難
い
部
分
も
あ
り
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
定
め
る
事
自
体
に

懐
疑
的
な
意
見67

も
存
す
る
も
の
の
、『
後
漢
書
』
列
伝
八
十
、
鮮
卑
列
伝
に
、

和
帝
の
永
元
中
、
大
將
軍
の
竇
憲 

右
校
尉
の
耿

を
遣
わ
し
て
匈
奴
を
擊
破
せ
し
め
、
北
單
于 

逃
走
し
、
鮮
卑 

此
に
因
り
て
轉

徙
し
其
の
地
に
據
る
。
匈
奴
の
餘
種
の
留
ま
る
者
尚
お
十
餘
萬
落
有
り
、
皆
な
自
ら
鮮
卑
と
號
し
、
鮮
卑 

此
よ
り
漸
〻
盛
た
り
。

（
和
帝
永
元
中
、
大
將
軍
竇
憲
遣
右
校
尉
耿

擊
破
匈
奴
、
北
單
于
逃
走
、
鮮
卑
因
此
轉
徙
據
其
地
。
匈
奴
餘
種
留
者
尚
有
十
餘
萬
落
、
皆
自
號
鮮
卑
、
鮮
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卑
由
此
漸
盛
。）

と
あ
る
に
拠
れ
ば
、
匈
奴
と
鮮
卑
と
は
習
俗
を
か
な
り
近
く
す
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
如
く
鮮
卑
と
烏
桓
と
は
習
俗

を
近
く
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
三
段
論
法
め
く
が
、
匈
奴
の
習
俗
と
い
う
の
は
烏
桓
に
も
近
い
と
言
え
る
。

右
に
確
認
し
た
如
く
言
語
グ
ル
ー
プ
か
ら
見
れ
ば
烏
桓
と
夫
餘
・
高
句
麗
は
異
な
る
集
団
に
属
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
習
俗
も

異
な
っ
て
い
た
事
が
予
想
さ
れ
る
。
単
于
と
は
元
来
匈
奴
の
君
長
号
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
夫
餘
・
高
句
麗
に
比
し
て
、
烏
桓
の
方
が

単
于
と
の
親
和
性
が
高
か
っ
た
と
想
定
す
る
事
は
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
か
か
る
各
集
団
間
に
お
け
る
習
俗
の
違
い
が
、
単
于
の
定
着

に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

単
于
が
定
着
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
、
右
に
示
し
た
二
つ
の
仮
説
―
集
団
構
造
の
成
熟
度
合
い
の
問
題
乃
至
習
俗
の
問
題
―
の

内
の
ど
ち
ら
か
乃
至
二
者
複
合
的
な
理
由
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
将
又
そ
れ
以
外
の
理
由
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
こ
こ
か
ら
分
か
る
事
は
、

単
于
に
は
被
授
与
者
側
と
の
親
和
性
と
で
も
言
う
べ
き
「
向
き
不
向
き
」
が
存
在
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
た
め
に
集
団
毎
に
単
于
の

定
着
度
合
い
の
差
が
出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う68

。
こ
こ
で
附
言
し
て
お
く
べ
き
は
、「
向
い
て
い
る
」
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
も
、
定
着
し
た

の
が
単
于
と
い
う
称
謂
で
あ
っ
て
、
袁
紹
の
設
け
た
左
右
単
于
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
し
い
点
で
あ
る
。

毌
丘
倹
の
遼
東
遠
征
時
に
曹
魏
に
内
附
し
た
烏
桓
の
君
長
は
、『
三
国
志
』
巻
三
、
明
帝
紀
、
景
元
元
（
２
６
０
）
年
七
月
条
に
、

會
〻
雨
を
連
ね
る
こ
と
十
日
、
遼
水 

大
い
に
漲
り
、
儉
に
詔
し
て
軍
を
引
き
て
還
ら
し
む
。
右
北
平
烏
丸
單
于
の
寇
婁
敦
・
遼
西

烏
丸
都
督
王
の
護
留
等 

遼
東
に
居
る
も
、
部
衆
を
率
い
て
儉
に
隨
い
て
内
附
す
。

（
會
連
雨
十
日
、
遼
水
大
漲
、
詔
儉
引
軍
還
。
右
北
平
烏
丸
單
于
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督
王
護
留
等
居
遼
東
、
率
部
衆
隨
儉
内
附
。）
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と
あ
っ
て
、
右
北
平
烏
桓
に
お
い
て
単
于
が
継
承
さ
れ
て
い
る
事
を
知
る
が69

、
左
右
単
于
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
右
引
『
三

国
志
』
牽
招
伝
で
、
蘇
僕
延
が
「
昔
袁
公
言
受
天
子
之
命
、
假
我
爲
單
于
」
と
言
い
、
や
は
り
左
右
単
于
と
せ
ず
、
加
え
て
し
ば
し
ば

見
て
き
た
如
く
蹋
頓
や
楼
班
は
単
于
と
称
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
袁
紹
か
ら
烏
桓
単
于
・
左
右
単
于
を
授
け
ら
れ
た
は
ず
の
三
郡
烏

桓
の
各
君
長
は
、
誰
も
左
右
単
于
を
称
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
史
料
の
脱
漏
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
左
右
単
于
が
三
郡
烏
桓

の
中
に
は
定
着
し
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
定
着
し
た
の
は
単
于
と
い
う
称
謂
の
み
で
あ
っ
て
、
左
右
単
于

の
称
謂
―
こ
れ
を
名
乗
る
事
は
、
上
下
関
係
を
伴
う
単
于-

左
右
単
于
体
制
が
構
築
さ
れ
る
事
を
も
意
味
す
る
―
は
定
着
し
な
か
っ
た

可
能
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

本
来
的
に
単
于
と
は
至
上
の
君
長
号
で
あ
っ
て
、
左
右
等
の
複
数
の
単
于
が
上
下
関
係
を
構
築
す
る
事
は
な
い
。
た
め
に
こ
れ
は
袁

紹
の
創
建
し
た
も
の
と
見
做
し
得
る
。
な
れ
ば
、
か
か
る
用
法
に
袁
紹
の
烏
桓
へ
の
単
于
授
与
の
思
惑
は
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
佐
藤

達
郎
氏
は
、
後
漢
の
率
衆
王
に
つ
い
て
烏
桓
の
内
部
秩
序
を
漢
側
が
保
証
・
再
編
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
烏
桓
の
側
で
も
君
長
と
部
族

の
権
威
の
確
立
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る70

。
烏
桓
単
于-

左
右
単
于
体
制
の
如
く
、
袁
紹
が
三
郡
烏
桓
内
部
の
序
列

を
定
め
て
い
る
事
に
鑑
み
れ
ば
、単
于
も
烏
桓
の
内
部
秩
序
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
と
言
え
よ
う71

。『
三
国
志
』巻
三
十
、

烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
序
に
、

會
〻
袁
紹 

河
北
を
兼
ね
、
乃
ち
三
郡
烏
丸
を
撫
有
し
、
其
の
名
王
を
寵
し
て
其
の
精
騎
を
收
む
。

（
會
袁
紹
兼
河
北
、
乃
撫
有
三
郡
烏
丸
、
寵
其
名
王
而
收
其
精
騎
。）

と
あ
っ
て
、
袁
紹
に
三
郡
烏
桓
の
精
鋭
が
味
方
し
た
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
精
鋭
騎
兵
の
確
保
と
い
う
狙
い
が
袁
紹
に
あ
っ
た
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事
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
袁
紹
は
軍
事
的
動
員
を
簡
便
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
三
郡
烏
桓
内
部
の
序
列
を
確
定
さ
せ

た
か
っ
た
と
見
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
単
于-

左
右
単
于
に
よ
る
上
下
関
係
は
、
全
く
袁
紹
側
の
都
合
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
蹋
頓
を
頂
点
と
し
て
以
降
、
三
郡
烏
桓
の
秩
序
体
系
は
一
定
程
度
に
は
固
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
、
聞
き
な
れ
な

い
左
右
単
于
を
継
承
し
て
い
く
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
既
に
見
た
如
く
、
三
郡
烏
桓
の
単
于
に
左
右
を
冠
す
る
も

の
は
存
在
し
な
い
。

要
す
る
に
、
三
郡
烏
桓
内
部
で
は
単
に
新
た
な
君
長
号
と
し
て
単
于
が
運
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
袁
紹
側
で
は
三
郡
烏
桓
の

序
列
化
も
含
み
込
ん
で
の
単
于
・
左
右
単
于
の
授
与
で
あ
っ
た
と
見
做
し
得
る
。
こ
こ
に
両
者
の
単
于
理
解
の
乖
離
が
垣
間
見
え
る
。

斯
様
な
乖
離
を
端
的
に
表
象
す
る
の
が
、
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
左
右
単
于
が
継
承
さ
れ
ず
、
単
于
の
称
謂
の
み
が
受
け
継
が
れ
て
い
っ

た
事
で
は
な
か
ろ
う
か72

。

こ
こ
で
思
い
起
こ
す
べ
き
は
、
三
郡
烏
桓
の
王
権
の
変
質
と
、
君
長
号
の
変
更
が
直
接
的
因
果
関
係
に
な
か
っ
た
と
い
う
前
章
で
の

指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
権
が
変
質
し
、
三
郡
烏
桓
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
中
で
、
単
于
が
取・

・

・

・

・

・

り
込
ま
れ
た
事
を
意
味
す
る
。
つ
ま

り
、
袁
紹
に
与
え
ら
れ
た
単
于
の
型
式
を
保
全
し
な
い
事
は
、
三
郡
烏
桓
の
王
権
の
在
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
郡
烏
桓
は
、
単
于
と
い
う
君
長
号
を
定
着
さ
せ
、
そ
れ
と
世
襲
王
権
を
上
手
く
接
続
さ
せ
た
も
の
の
、
左
右
単
于
に
つ
い
て
は
取
り

込
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
三
郡
烏
桓
が
集
団
と
し
て
自
立
し
て
い
く
中
で
―
同
時
期
の
鮮
卑
も
ま
た
集
団
と
し
て
自
立
し
て
い
く
過

程
に
あ
っ
た
事
を
想
起
さ
れ
た
い
―
自
ら
の
王
権
に
合
う
君
長
号
を
選
ん
だ
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か73

。

斯
く
授
与
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
認
識
の
乖
離
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
三
郡
烏
桓
に
導
入
さ
れ
た
単
于
は
世
襲
王
権
と
共
に
定
着
し

て
い
っ
た
。
但
し
、
単
于
は
導
入
さ
れ
た
ま
ま
の
形
で
保
存
・
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
三
郡
烏
桓
が
彼
ら
な
り
に
単
于
を
自
己
の
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体
制
内
に
消
化
し
て
い
っ
た
事
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
に
非
漢
族
と
漢
・
曹
魏
の
間
に
お
け
る
単
于
理
解
の
乖
離
が
見
ら
れ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
非
漢
族
が
新
た
な
称
号
を
貰
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
授
与
さ
れ
た
側
の
社
会
に
影
響
し
な
い
場

合
も
想
定
し
得
よ
う
。
こ
れ
は
、
史
料
の
零
細
な
勢
力
に
つ
い
て
、
そ
の
権
力
構
造
を
分
析
す
る
上
で
、
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

視
角
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
烏
桓
に
お
け
る
単
于
の
導
入
に
つ
い
て
、
史
料
整
理
と
初
歩
的
考
察
を
行
っ
た
。
最
後
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
の

整
理
と
、
今
後
、
研
究
が
展
開
し
得
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

後
漢
末
に
三
郡
烏
桓
は
世
襲
王
権
を
自
ら
の
体
制
に
導
入
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
漢
人
と
の
接
触
や
混
迷
す
る
周
辺

環
境
へ
の
対
応
等
の
様
々
な
要
素
が
想
定
し
得
る
が
、
究
極
的
に
は
三
郡
烏
桓
が
集
団
と
し
て
ま
と
ま
る
必
要
が
あ
っ
た
点
に
起
因
す

る
。
鮮
卑
や
諸
軍
閥
に
囲
ま
れ
た
烏
桓
は
強
力
な
王
権
を
必
要
と
し
、
そ
の
安
定
的
な
維
持
の
た
め
に
世
襲
王
権
が
求
め
ら
れ
る
素
地

も
あ
っ
た
。
特
に
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
は
、
丘
力
居
と
そ
の
血
族
が
王
権
を
独
占
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
三
郡
烏
桓
に
出
現
し
た

世
襲
王
権
が
、
他
の
烏
桓
に
も
見
ら
れ
た
か
否
か
は
確
証
を
得
な
い
が
、
同
様
に
出
現
し
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
。

世
襲
王
権
の
導
入
と
時
を
同
じ
く
し
て
袁
紹
か
ら
単
于
を
授
与
さ
れ
た
三
郡
烏
桓
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
君
長
号
と
し
て
取
り
込
ん
で

い
っ
た
。
そ
れ
は
三
郡
烏
桓
の
王
権
の
在
り
方
が
変
化
し
て
い
る
最
中
の
事
象
で
あ
っ
た
が
故
に
、
新
た
な
王
権
の
在
り
方
―
即
ち
、

世
襲
王
権
―
と
共
に
三
郡
烏
桓
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
当
時
、
非
漢
族
の
君
長
に
単
于
を
与
え
る
と
い
う
事
は
、
漢
側
の
非
漢
族
集
団

に
対
す
る
外
交
カ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
単
于
を
自
ら
の
君
長
号
と
し
な
い
勢
力
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
。
例
え
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ば
高
句
麗
や
夫
餘
の
君
長
も
単
于
と
さ
れ
て
い
た
が
、
既
に
自
ら
の
体
制
を
固
め
て
い
た
高
句
麗
・
夫
餘
で
は
単
于
は
定
着
せ
ず
、
君

長
は
王
を
称
し
続
け
て
い
た
。
一
方
で
、
王
権
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
も
変
化
が
あ
っ
た
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
は
、
新
機
構
が
構
築
過

程
に
あ
っ
て
未
成
熟
で
あ
っ
た
事
も
あ
り
、
君
長
号
の
変
化
も
同
時
に
定
着
し
た
と
思
し
い
。
あ
る
い
は
、
高
句
麗
や
夫
餘
に
比
し
て
、

烏
桓
の
習
俗
は
相
対
的
に
匈
奴
の
習
俗
に
近
く
、
馴
染
み
易
か
っ
た
事
も
予
想
さ
れ
る
。

注
意
を
要
す
る
の
は
、
世
襲
王
権
と
単
于
の
両
者
が
三
郡
烏
桓
に
同
時
並
行
的
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
が
何
ら
か
の
因

果
関
係
を
持
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
事
で
あ
る
。
確
か
に
袁
紹
に
よ
る
烏
桓
へ
の
単
于
授
与
は
、
君
長
を
単
于
と
す
る
が
如
き

三
郡
烏
桓
の
体
制
の
変
化
を
齎
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
並
行
的
に
世
襲
王
権
も
三
郡
烏
桓
に
根
付
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

両
者
は
あ
く
ま
で
別
個
の
事
象
な
の
で
あ
る
。
時
系
列
で
み
れ
ば
、
世
襲
王
権
の
成
立
へ
の
動
き
の
方
が
、
単
于
の
授
与
に
比
し
て
や

や
先
行
し
て
お
り
、
こ
れ
は
三
郡
烏
桓
自
身
が
自
ら
の
王
権
の
在
り
方
に
つ
い
て
自
問
し
て
い
る
中
に
、
単
于
が
与
え
ら
れ
た
事
を
意

味
す
る
。
三
郡
烏
桓
が
袁
紹
か
ら
与
え
ら
れ
た
単
于
の
内
、
左
右
単
于
に
つ
い
て
は
定
着
さ
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
は
、
彼
ら
の

集
団
と
し
て
の
自
覚
が
強
ま
っ
て
い
た
た
め
に
、
授
与
さ
れ
た
称
号
を
彼
ら
な
り
に
咀
嚼
し
た
結
果
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

な
お
、
三
郡
烏
桓
に
お
い
て
左
右
単
于
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
事
は
、
授
与
さ
れ
る
側
と
授
与
す
る
側
の
認
識
の
乖

離
が
表
出
し
て
い
る
か
ら
だ
と
見
做
し
得
る
。
三
郡
烏
桓
か
ら
見
れ
ば
単
于
は
新
た
な
君
長
号
で
あ
る
が
、
袁
紹
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は

三
郡
烏
桓
を
組
織
化
し
、
自
ら
の
兵
力
を
増
強
す
る
た
め
の
方
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
後
漢
に
お
け
る
斯
様
な
非
漢
族
の
組
織
化
は
、

本
来
は
率
衆
王
が
担
っ
て
い
た
役
割
で
あ
る
。
そ
の
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
三
郡
烏
桓
と
袁
紹
の
関
係
に
お
い
て
、
単
于
と
い
う
極
め
て

匈
奴
的
な
称
号
が
、
極
め
て
後
漢
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
単
于
本
来
の
持
つ
意
義
と
大
き
く
か
け
離
れ

て
い
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

要
す
る
に
、
一
見
す
る
と
匈
奴
的
な
君
長
号
で
あ
る
単
于
も
、
そ
の
内
実
を
見
れ
ば
極
め
て
後
漢
的
な
理
屈
で
運
用
さ
れ
て
い
る
と
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い
う
事
に
な
る
。こ
れ
は
草
原
世
界
の
概
念
が
漢
的
世
界
に
取
り
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
の
一
事
例
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
か
る
運
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
単
于
を
授
与
す
る
側
の
理
屈
を
示
す
様
な
史
料
が
極
め
て
少
な
い
た
め
断
定
す
る
事
は
難
し
い
が
、

そ
の
取
り
こ
ま
れ
方
に
関
連
し
て
、
熊
谷
滋
三
氏
の
見
解
に
着
目
し
た
い
。

熊
谷
氏
は
漢
王
朝
が
非
漢
族
に
印
綬
を
授
与
す
る
際
に
、
且
渠
の
如
き
非
漢
族
の
官
職
の
印
綬
を
授
与
す
る
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を

官
と
は
見
做
さ
ず
、
爵
と
し
て
処
理
し
た
と
指
摘
す
る74

。
つ
ま
り
、
非
漢
族
に
関
す
る
称
謂
は
、
漢
王
朝
か
ら
見
れ
ば
―
授
与
す
る
と

い
う
行
為
上
―
全
て
爵
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
単
于
も
ま
た
「
漢
的
な
爵
制
」

の
中
に
含
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を
出
ず
、
こ
の
点
は
漢
の
爵
制
秩
序
と

非
漢
族
（
及
び
そ
の
君
長
号
）
を
含
ん
だ
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う75

。

斯
く
単
于
は
元
来
の
匈
奴
の
君
長
と
い
う
意
味
か
ら
離
れ
、
様
々
に
意
味
合
い
を
持
た
せ
ら
れ
乱
発
さ
れ
て
い
く
。
斯
様
な
単
于
の

行
く
末76

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
問
題
を
な
お
残
す
結
果
と
な
っ
た
が
、
何
れ
も
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

注
①　
「
烏
桓
」
は
、
史
料
に
よ
っ
て
は
「
烏
丸
」
と
も
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
曹
魏
文
帝
曹
丕
の
字
で
あ
る
子
桓
を
避
け
た
た
め
と
も
言
わ
れ
る
（
吉
本
道
雅

「
烏
桓
史
研
究
序
説
」『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
九
、二
〇
一
〇
年
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
）。「
烏
桓
」
と
書
く
に
せ
よ
「
烏
丸
」
と
書
く
に
せ

よ
、
こ
れ
は
漢
字
音
写
の
問
題
で
あ
っ
て
、
正
確
な
正
解
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
と
は
い
え
煩
瑣
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
引
用

を
除
き
「
烏
桓
」
で
表
記
を
統
一
す
る
。

②　
『
三
国
志
』
巻
三
十
、
烏
丸
伝
及
び
『
後
漢
書
』
列
伝
八
十
、
烏
桓
列
伝
を
参
照
。
以
下
、
正
史
を
引
用
す
る
場
合
、
初
出
時
の
み
巻
数
を
示
し
、
重
ね

て
同
じ
列
伝
を
引
用
す
る
場
合
は
、
巻
数
を
省
略
し
列
伝
名
の
み
を
記
す
。
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③　

烏
桓
に
概
説
的
説
明
を
加
え
る
書
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
日
本
語
で
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
船
木
勝
馬
『
古
代
遊
牧
騎
馬
民
の
国
―
草

原
か
ら
中
原
へ
―
』（
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④　

内
田
吟
風
「
烏
桓
鮮
卑
の
源
流
と
初
期
社
会
構
成
」（
内
田
吟
風
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究　

鮮
卑
柔
然
篇
』、同
朋
舎
、一
九
七
五
年
、初
出
一
九
四
三
年
）、

馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
版
一
九
六
二
年
）
等
参
照
。

⑤　

川
本
芳
昭
「
三
国
期
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て
―
交
流
と
変
容
と
の
観
点
か
ら
見
た
―
」（
川
本
芳
昭
『
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
諸
民
族

と
国
家
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）、
七
七
頁
。

⑥　

内
田
吟
風
「
烏
桓
鮮
卑
の
源
流
と
初
期
社
会
構
成
」（
前
掲
）、
五
六
頁
。

⑦　

船
木
勝
馬
『
古
代
遊
牧
騎
馬
民
の
国
―
草
原
か
ら
中
原
へ
―
』（
前
掲
）、
六
一
頁
。

⑧　

栗
原
朋
信
「
外
臣
の
璽
綬
」（
栗
原
朋
信
『
秦
漢
史
の
研
究
（
第
四
版
）』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
初
版
一
九
六
〇
年
）、
一
九
七
頁
。

⑨　

な
お
、
烏
桓
の
社
会
機
構
は
大
人
を
頂
点
と
し
て
い
た
以
外
は
不
明
確
な
部
分
も
多
い
。
匈
奴
や
後
漢
の
制
度
を
模
倣
し
て
導
入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る

百
夫
長
や
千
夫
長
は
（
馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』
前
掲
、
一
一
八
頁
参
照
）、
本
論
後
掲
の
『
英
雄
記
』
に
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
管
見
の
限
り
実
際
の

就
任
者
を
徴
し
得
な
い
し
、
他
に
大
人
の
戎
末

が
親
漢
都
尉
で
あ
っ
た
事
も
見
え
る
が
（
後
掲
注
39
参
照
）、
こ
れ
も
筆
者
の
見
た
所
、
彼
以
外
に
は
就

任
を
確
認
で
き
な
い
。
一
方
、
率
衆
王
は
散
見
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
大
人
ク
ラ
ス
の
者
が
漢
側
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
と
見
え
、
烏
桓
社
会
内

部
の
機
構
を
反
映
す
る
肩
書
き
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
。

 

　

ま
た
、『
三
国
志
』
烏
丸
伝
、
裴
注
所
引
『
魏
書
』
に
、

 

　
　

常
推
募
勇
健
能
理
決

訟
相
侵
犯
者
爲
大
人
、
邑
落
各
有
小
帥
、
不
世
繼
也
。
數
百
千
落
自
爲
一
部
。

 

と
あ
る
か
ら
、
烏
桓
に
は
大
人
と
小
帥
が
あ
っ
て
、
部
単
位
で
組
織
さ
れ
て
い
た
事
を
知
る
。
よ
っ
て
、
烏
桓
の
社
会
機
構
に
つ
い
て
は
、
馬
長
寿
氏
が
、

部
落
単
位
の
小
帥
を
大
人
が
束
ね
て
お
り
、
お
っ
て
百
夫
長
や
千
夫
長
が
導
入
さ
れ
た
、
と
概
観
す
る
以
上
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
（
馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』「
第
二
章　

一
、
烏
桓
的
邑
落
公
社
」
前
掲
、
参
照
）。

 

　

そ
れ
に
対
し
て
烏
桓
の
社
会
風
俗
の
面
に
お
い
て
は
、
既
に
詳
し
い
整
理
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
田
吟
風
「
烏
桓
鮮
卑
の

源
流
と
初
期
社
会
構
成
」（
前
掲
）、
馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』（
前
掲
）、
黄
烈
『
中
国
古
代
民
族
史
研
究
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）、
王
明
珂
『
遊
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牧
者
的
抉
擇
―
面
対
漢
帝
国
的
北
亜
遊
牧
部
族
―
』（
中
央
研
究
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
川
本
芳
昭
「
三
国
期
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て
―
交

流
と
変
容
と
の
観
点
か
ら
見
た
―
」（
前
掲
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑩　

佐
藤
達
郎
「
漢
代
に
お
け
る
周
辺
民
族
と
軍
事
―
と
く
に
属
国
都
尉
と
異
民
族
統
御
官
を
中
心
に
」（
宮
宅
潔
編
『
多
民
族
社
会
の
軍
事
統
治　

出
土
資

料
が
語
る
中
国
古
代
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）、
二
三
三
頁
。

⑪　

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
漢
と
記
す
場
合
、
前
漢
・
後
漢
王
朝
の
み
な
ら
ず
、
袁
紹
等
の
後
漢
末
期
の
諸
軍
閥
を
も
含
む
事
と
す
る
。
前
漢
や
後
漢
王
朝

に
特
に
言
及
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
前
」「
後
」
字
を
冠
し
て
明
確
に
使
い
分
け
る
。

⑫　

中
華
書
局
標
点
本
『
三
国
志
』
で
は
、「
頒
下
」
を
遼
東
属
国
率
衆
王
の
名
前
と
解
釈
し
、
今
鷹
真
・
小
南
一
郎
訳
『
三
国
志
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三

年
、
初
版
一
九
八
二
年
）
も
頒
下
を
人
名
に
訳
す
が
（
四
巻
、
四
二
九
頁
）、
こ
の
読
解
に
は
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
、
沈
家
本
は
「
頒
下
」
を
名
前
と
し

て
読
ん
で
い
な
い
事
が
、

 

　
　
『
三
国
志
瑣
言
』

 

　

遼
東
卒
衆
王
未
書
名
、
即
峭
王
也
。

 

よ
り
分
か
る
し
、
内
田
吟
風
・
田
村
實
造
ほ
か
訳
『
騎
馬
民
族
史　

正
史
北
狄
伝
』（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
も
、「
頒
下
」
を
人
名
で
は
な
く
動
詞
と

し
て
訳
し
て
い
る
（
一
巻
、
一
七
七
頁
、
担
当
訳
者
は
河
内
良
弘
氏
）。
本
稿
で
は
、「
頒
下
」
が
蘇
僕
延
の
異
訳
と
は
考
え
難
い
た
め
動
詞
と
し
て
読
む

と
い
う
吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」（
前
掲
、
一
二
〇
頁
）
の
指
摘
に
従
う
。

⑬　

三
郡
烏
桓
に
つ
い
て
は
、
方
北
辰
「
三
郡
烏
丸
考
」（『
西
南
交
通
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
六
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

⑭　

馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』（
前
掲
、
一
三
五
頁
）
参
照
。

⑮　
『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
一
（
２
０
６
）
年
八
月
条

 

三
郡
烏
丸
承
天
下
亂
、
破
幽
州
、
略
有
漢
民
合
十
餘
萬
戸
。
袁
紹
皆
立
其
酋
豪
爲
單
于
、
以
家
人
子
爲
己
女
、
妻
焉
。
遼
西
單
于
蹋
頓
尤
彊
、
爲
紹
所
厚
、

故
尚
兄
弟
歸
之
、
數
入
塞
爲
害
。

⑯　

前
後
も
引
用
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

 

　
　
『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝
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紹
矯
制
賜
蹋
頓
・
難
樓
・
蘇
僕
延
・
烏
延
等
、
皆
以
單
于
印
綬
。
後
難
樓
・
蘇
僕
延
率
其
部
衆
奉
樓
班
爲
單
于
、
蹋
頓
爲
王
、
然
蹋
頓
猶
秉
計
策
。

⑰　
『
三
国
志
瑣
言
』

 
惟
正
文
尚
有
上
谷
烏
谷マ
マ

大
人
難
樓
、
英
雄
記
未
之
及
似
傳
文
難
爲
衍
文
。

⑱　

吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」（
前
掲
、
一
〇
六
頁
）
参
照
。

⑲　

他
に
渡
邉
義
浩
「
後
漢
の
匈
奴
・
烏
桓
政
策
と
袁
紹
」（
渡
邉
義
浩
『
三
国
志
よ
り
み
た
邪
馬
台
国
―
国
際
関
係
と
文
化
を
中
心
と
し
て
―
』、
汲
古
書

院
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
五
年
）
も
、
難
楼
が
袁
紹
に
単
于
を
授
け
ら
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

⑳　

馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』（
前
掲
、
一
三
九
頁
）
参
照
。

㉑　

方
北
辰
「
三
郡
烏
丸
考
」（
前
掲
、
一
五
〜
一
六
頁
）
参
照
。

㉒　

馬
長
寿
『
烏
桓
与
鮮
卑
』（
前
掲
、
一
四
二
〜
一
四
三
頁
）、
吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」（
前
掲
、
一
一
〇
頁
）
等
参
照
。
何
れ
も
、
難
楼
と
那
楼

が
同
じ
名
前
を
音
写
し
た
も
の
と
見
做
し
て
お
り
、
所
在
の
違
い
は
、
ど
こ
か
の
時
点
で
上
谷
か
ら
上
郡
へ
移
動
し
た
故
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

㉓　

大
凡
の
顛
末
は
以
下
の
通
り
。

 

　
　
『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
二
（
２
０
７
）
年
条

 

　
　

  

將
北
征
三
郡
烏
丸
、
諸
將
皆
曰
「
袁
尚
、
亡
虜
耳
、
夷
狄
貪
而
無
親
、
豈
能
爲
尚
用
。
今
深
入
征
之
、
劉
備
必
說
劉
表
以
襲
許
。
萬
一
爲
變
、
事
不

可
悔
。」
惟
郭
嘉
策
表
必
不
能
任
備
、
勸
公
行
。

 

　
　

夏
五
月
、
至
無
終
。

 

　
　

  

秋
七
月
、
大
水
、
傍
海
道
不
通
、
田
疇
請
爲
鄉
導
、
公
從
之
。
引
軍
出
盧
龍
塞
、
塞
外
道
絕
不
通
、
乃
塹
山
堙
谷
五
百
餘
里
、
經
白
檀
、
歷
平
岡
、

涉
鮮
卑
庭
、
東
指
柳
城
。
未
至
二
百
里
、
虜
乃
知
之
。
尚
・
熙
與
蹋
頓
・
遼
西
單
于
樓
班
・
右
北
平
單
于
能
臣
抵
之
等
將
數
萬
騎
逆
軍
。

 

　
　

  

八
月
、
登
白
狼
山
、
卒
與
虜
遇
、
衆
甚
盛
。
公
車
重
在
後
、
被
甲
者
少
、
左
右
皆
懼
。
公
登
高
、
望
虜
陳
不
整
、
乃
縱
兵
擊
之
、
使
張
遼
爲
先
鋒
、

虜
衆
大
崩
、
斬
蹋
頓
及
名
王
已
下
、
胡
・
漢
降
者
二
十
餘
萬
口
。
遼
東
單
于
速
僕
丸
及
遼
西
・
北
平
諸
豪
、
棄
其
種
人
、
與
尚
・
熙
奔
遼
東
、
衆
尚

有
數
千
騎
。
初
、
遼
東
太
守
公
孫
康
恃
遠
不
服
。
及
公
破
烏
丸
、
或
說
公
遂
征
之
、
尚
兄
弟
可
禽
也
。
公
曰
「
吾
方
使
康
斬
送
尚
・
熙
首
、
不
煩
兵

矣
。」
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九
月
、
公
引
兵
自
柳
城
還
、
康
即
斬
尚
・
熙
及
速
僕
丸
等
、
傳
其
首
。
諸
將
或
問
「
公
還
而
康
斬
送
尚
・
熙
、
何
也
。」
公
曰
「
彼
素
畏
尚
等
、
吾
急

之
則
并
力
、
緩
之
則
自
相
圖
、
其
勢
然
也
。」

㉔　

こ
こ
に
引
い
た
史
料
に
は
遼
東
烏
桓
が
見
え
な
い
が
、
吉
本
道
雅
氏
の
言
う
如
く
公
孫
氏
に
駆
逐
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
（
吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究

序
説
」
前
掲
、
一
一
四
頁
参
照
）。
あ
る
い
は
、
二
〇
七
年
に
遼
東
烏
桓
の
単
于
の
蘇
僕
延
が
殺
さ
れ
た
事
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

　
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
五
、
献
帝
建
安
十
二
（
２
０
７
）
年
条

 

　
　

  

遼
東
單
于
速
僕
丸
〔
速
僕
丸
、
即
蘇
僕
延
、
語
有
輕
重
耳
。〕
與
尚
・
熙
奔
遼
東
太
守
公
孫
康
、
其
衆
尚
有
數
千
騎
。
彧
勸
操
遂
擊
之
、
操
曰
、「
吾

方
使
康
斬
送
尚
・
熙
首
、
不
煩
兵
矣
。」
九
月
、
操
引
兵
自
柳
城
還
。
公
孫
康
欲
取
尚
・
熙
以
爲
功
、
乃
先
置
精
勇
於
𧘌
中
、
然
後
請
尚
・
熙
入
、
未

及
坐
、
康
叱
伏
兵
禽
之
、
遂
斬
尚
・
熙
、
井
速
僕
丸
首
送
之
。

 

　

  『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
二
年
条
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
速
僕
丸
と
蘇
僕
延
の
関
係
が
胡
注
に
よ
っ
て
解
し
易
い
た
め
、
敢
え
て
『
資
治
通

鑑
』
を
引
用
し
た
。

㉕　

田
余
慶
（
田
中
一
輝
・
王
鏗
訳
）『
北
魏
道
武
帝
の
憂
鬱
―
皇
后
・
外
戚
・
部
族
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
五
三
頁
）、
図
四-

一

「
後
漢
烏
桓
配
置
図
（
後
漢

州
・
幽
州
図
）」
を
基
に
加
筆
。
図
中
の
四
角
は
原
図
の
通
り
で
あ
り
、
烏
桓
の
い
た
郡
・
属
国
を
指
す
と
さ
れ
る
。
図
中

の
丸
は
小
野
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
本
稿
と
関
わ
る
烏
桓
の
所
在
地
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
三
郡
烏
桓
の
所
在
地
は
実
線
で
、
そ
れ
以

外
の
烏
桓
の
所
在
地
は
点
線
で
記
し
た
。

㉖　

速
僕
丸
と
蘇
僕
延
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
掲
注
㉔
参
照
。

㉗　

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
袁
紹
が
構
築
し
た
烏
桓
単
于
と
左
右
単
于
に
拠
る
三
郡
烏
桓
の
秩
序
体
制
は
、
三
郡
烏
桓
内
部
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持

た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
故
に
本
稿
で
は
、
烏
桓
単
于
と
左
右
単
于
に
誰
が
配
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
深
く
追
及
し
な
い
。

 

　

な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
吉
本
道
雅
氏
は
、
烏
桓
単
于
に
遼
西
烏
桓
の
蹋
頓
、
左
単
于
に
遼
東
属
国
烏
桓
の
蘇
僕
延
、
右
単
于
に
右
北
平
烏
桓
の
烏

延
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」
前
掲
、
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
参
照
）。
こ
の
序
列
は
、【
Ａ
】
に
見
た
三

郡
烏
桓
内
の
勢
力
差
と
（
遼
西
烏
桓
が
五
千
余
落
、
遼
東
属
国
烏
桓
が
千
余
落
、
右
北
平
烏
桓
が
八
百
余
落
）、
彼
ら
の
位
置
関
係
（
本
論
中
の
【
後
漢
末

烏
桓
分
布
図
】
参
照
）
か
ら
見
れ
ば
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
遼
東
属
国
率
衆
王
の
蘇
僕
延
が
版
文
を
伝
達
し
て
い
る
た
め
、
伝
達
の
結
果
、
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命
令
伝
達
者
が
そ
れ
を
受
け
取
る
者
よ
り
も
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
事
に
な
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
に
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
吉
本
氏
は
、「『
後
漢
書
』
劉
虞
伝
に
、
張
純
の
乱
の
際
に
劉
虞
に
帰
順
し
た
こ
と
、
つ
い
で
閻
柔
と
と
も
に
公
孫

と
交
戦

し
た
こ
と
が
見
え
、
劉
虞
に
最
も
宥
和
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
公
孫

と
対
立
し
た
袁
紹
に
最
も
早
く
接
近
し
、
袁
紹
と
ほ
か
の
烏
丸
王
を
仲
介
し

た
の
で
あ
ろ
う
」（
吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」
前
掲
、一
〇
七
頁
）
と
予
測
を
立
て
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
見
解
が
当
を
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

㉘　

外
部
か
ら
三
郡
烏
桓
を
見
れ
ば
、
依
然
と
し
て
蹋
頓
を
頂
点
と
す
る
集
団
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
烏
桓
単
于
の
位
は
楼
班
に
譲

り
、
蹋
頓
は
王
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
は
前
掲
『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
二
（
２
０
７
）
年
条
に
も
、

 

　

尚
・
熙
與
蹋
頓
・
遼
西
單
于
樓
班
・
右
北
平
單
于
能
臣
抵
之
等
將
數
萬
騎
逆
軍
。

 

と
あ
る
事
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
蹋
頓
は
単
于
と
称
さ
れ
て
い
る
事
が
、

 

　
　
『
三
国
志
』
巻
九
、
曹
純
伝

 

　
　

及
北
征
三
郡
、
純
部
騎
獲
單
于
蹹
頓
。
以
前
後
功
封
高
陵
亭
侯
、
邑
三
百
戸
。

 

　
　
『
三
国
志
』
巻
十
七
、
張
遼
伝

 

　
　

從
征
袁
尚
於
柳
城
、
卒
與
虜
遇
、
遼
勸
太
祖
戰
、
氣
甚
奮
、
太
祖
壯
之
、
自
以
所
持
麾
授
遼
。
遂
擊
、
大
破
之
、
斬
單
于
蹋
頓
。

 

等
か
ら
知
れ
る
。
吉
本
道
雅
氏
は
、
蹋
頓
が
一
時
は
烏
桓
単
于
で
あ
っ
た
た
め
、
王
に
な
っ
て
以
降
も
そ
の
ま
ま
通
称
さ
れ
た
と
す
る
（
吉
本
道
雅
「
烏

桓
史
研
究
序
説
」
前
掲
、一
〇
七
頁
参
照
）。
そ
れ
に
加
え
、外
か
ら
三
郡
烏
桓
を
見
た
時
に
依
然
と
し
て
蹋
頓
が
中
心
且
つ
頂
点
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に

見
え
た
事
も
、蹋
頓
が
単
于
と
呼
ば
れ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
蹋
頓
が
単
于
と
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
呼
ば
れ
な
い
に
せ
よ
、右
の
『
三

国
志
』
武
帝
紀
で
、
三
郡
烏
桓
関
係
者
の
記
載
順
が
二
人
の
単
于
を
差
し
置
い
て
蹋
頓
を
筆
頭
と
し
て
い
る
点
に
、
当
時
の
三
郡
烏
桓
内
の
序
列
が
端
的

に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

㉙　

内
田
吟
風
・
田
村
實
造
ほ
か
訳
『
騎
馬
民
族
史　

正
史
北
狄
伝
』（
一
巻
、
前
掲
、
一
七
〇
頁
、
担
当
訳
者
は
河
内
良
弘
氏
）
参
照
。

㉚　

例
え
ば
、
松
原
正
毅
「
遊
牧
社
会
に
お
け
る
王
権
」（
松
原
正
毅
編
『
王
権
の
位
相
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
は
、「
遊
牧
社
会
に
お
け
る
政
治
的
支

配
者
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
ふ
た
つ
の
点
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
勇
敢
さ
と
法
的
公
平
さ
で
あ
る
」（
四
三
二
頁
）
と
約
言
す
る
。
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㉛　
『
三
国
志
』
鮮
卑
伝
、
裴
注
所
引
『
魏
書
』

 
鮮
卑
亦
東
胡
之
餘
也
。
別
保
鮮
卑
山
、
因
號
焉
。
其
言
語
習
俗
與
烏
丸
同
。

32　

内
田
吟
風
「
烏
桓
鮮
卑
の
源
流
と
初
期
社
会
構
成
」（
前
掲
）
は
、
烏
桓
に
お
け
る
百
夫
長
や
千
夫
長
の
存
在
か
ら
、
後
漢
中
期
に
烏
桓
に
お
け
る
君
長

位
の
世
襲
が
出
現
し
て
い
た
と
見
做
す
。
し
か
し
、
か
か
る
推
定
を
裏
付
け
る
百
夫
長
や
千
夫
長
へ
の
就
任
者
を
示
す
史
料
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な

い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
丘
力
居
の
代
ま
で
の
烏
桓
に
お
い
て
世
襲
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
お
く
。

33　

川
本
芳
昭
「
三
国
期
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て
―
交
流
と
変
容
と
の
観
点
か
ら
見
た
―
」（
前
掲
、
八
六
頁
）
参
照
。

34　

大
平
聡
「
世
襲
王
権
の
成
立
」（
鈴
木
靖
民
編
『
倭
国
と
東
ア
ジ
ア
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
九
七
頁
。

35　

楼
班
の
能
力
が
際
立
っ
て
い
た
事
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
な
く
、
楼
班
単
于
即
位
以
後
の
三
郡
烏
桓
は
引
き
続
き
蹋
頓
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
い

た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
三
郡
烏
桓
に
お
け
る
最
大
の
実
力
者
は
、
楼
班
即
位
以
後
も
な
お
蹋
頓
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
。
以
上
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、

楼
班
の
即
位
は
世
襲
の
理
屈
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
吉
本
道
雅
氏
も
、「
楼
班
擁
立
は
、
丘
居マ

マ力-

楼
班
と
い
う
王
統
を
、
蹋
頓
の

『
武
略
』
に
優
先
す
る
も
の
だ
が
、
烏
桓
大
人
位
の
世
襲
は
こ
こ
に
よ
う
や
く
初
見
す
る
」（
吉
本
道
雅
「
烏
桓
史
研
究
序
説
」
前
掲
、
一
〇
七
頁
）
と
述

べ
、
楼
班
の
即
位
を
世
襲
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

36　

江
上
波
夫
『
騎
馬
民
族
国
家　

日
本
古
代
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
改
版
）』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
三
頁
、
初
版
一
九
六
七
年
）
参
照

37　
『
三
国
志
』
鮮
卑
伝

 

（
軻
比
能
率
い
る
鮮
卑
の
）
部
落
近
塞
、
自
袁
紹
據
河
北
、
中
國
人
多
亡
叛
歸
之
、
教
作
兵
器
鎧
楯
、
頗
學
文
字
。
故
其
勒
御
部
衆
、
擬
則
中
國
、
出
入
弋

獵
、
建
立
旌
麾
、
以
鼓
節
爲
進
退
。

38　

川
本
芳
昭
「
三
国
期
段
階
に
お
け
る
烏
丸
・
鮮
卑
に
つ
い
て
―
交
流
と
変
容
と
の
観
点
か
ら
見
た
―
」（
前
掲
、
八
八
〜
九
三
頁
）
参
照
。

39　
『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝

 

是
後
烏
桓
稍
復
親
附
、
拜
其
大
人
戎
朱

爲
親
漢
都
尉
。

 

こ
こ
に
見
え
る
「
朱
」
は
「
末
」
の
書
き
間
違
い
で
あ
ろ
う
。『
続
漢
書
』
天
文
志
中
、
順
二
十
三
に
、

 

　
　

烏
桓
校
尉
耿
嘩
使
烏
桓
親
漢
都
尉
戎
末
瘣
等
出
塞
。



烏桓における単于の導入―三郡烏桓王権の変化と非漢族への単于授与―　小野　響

99

 

と
あ
る
に
拠
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
「
末
」
と
書
か
れ
て
い
る
一
方
で
「

」
字
が
「
瘣
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
筆
写
過
程
の
問
題
か
音
写
の
問

題
か
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
「
戎
末

」
を
是
と
し
て
お
く
。

40　

他
に
も
、『
後
漢
書
』
烏
桓
列
伝
に
は
、

 

　
　

及
紹
子
尚
敗
、
奔
蹋
頓
。
時
幽
冀
吏
人
奔
烏
桓
者
十
萬
餘
戸
、
尚
欲
憑
其
兵
力
、
復
圖
中
國
。

 

と
あ
っ
て
、
袁
尚
が
蹋
頓
を
頼
っ
た
時
、
幽
州
・
冀
州
の
「
吏
人
」
の
内
、
十
余
万
戸
の
人
々
が
烏
桓
に
奔
っ
た
事
が
見
え
る
。
ま
た
、
曹
操
が
三
郡
烏

桓
を
討
伐
し
た
時
の
事
と
し
て
、『
三
国
志
』
武
帝
紀
、
建
安
十
二
（
２
０
７
）
年
八
月
条
は
、

 

　
　

使
張
遼
爲
先
鋒
、
虜
衆
大
崩
、
斬
蹋
頓
及
名
王
已
下
、
胡
漢
降
者
二
十
餘
萬
口
。

 

と
記
し
て
お
り
、
当
時
の
烏
桓
に
は
少
な
く
な
い
漢
人
が
居
た
事
が
分
か
る
。

41　
『
三
国
志
』
鮮
卑
伝
、
裴
注
所
引
『
魏
書
』

 

自
檀
石
槐
死
後
、
諸
大
人
遂
世
相
襲
也
。

 

な
お
、
こ
の
後
に
鮮
卑
で
は
軻
比
能
の
台
頭
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
世
襲
が
完
全
に
定
着
し
た
と
は
言
え
な
い
点
は
注
意
を
要
す
る
。
し
か
し
後
述
す
る

如
く
、
当
時
の
鮮
卑
の
君
長
選
出
が
推
薦
と
世
襲
を
並
立
さ
せ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
程
奇
異
と
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

42　

江
上
波
夫
『
騎
馬
民
族
国
家　

日
本
古
代
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
改
版
）』（
前
掲
）、
一
一
八
頁
。

43　

吉
本
道
雅
「
後
漢
書
三
国
志
鮮
卑
伝
疏
証
」（『
東
亜
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
九
年
第
二
号
）、
八
四
頁
。

44　

丘
力
居
の
血
縁
に
連
な
る
人
間
集
団
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
そ
れ
を
丘
力
居
家
と
呼
称
す
る
。

45　

内
田
吟
風
「
単
于
の
称
号
と
単
于
庭
の
位
置
に
つ
い
て
」（
内
田
吟
風
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究　

匈
奴
篇
』、
同
朋
舎
、
一
九
七
五
年
、
八
五
〜
八
六
頁
、

初
出
一
九
五
六
年
）
参
照
。
ま
た
、
荒
木
均
「
漢
・
前
趙
・
後
趙
に
お
け
る
皇
帝
・
天
王
・
大
単
于
」（『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
機
要
』
四
三
、二
〇
〇
一

年
）
は
、
後
漢
・
曹
魏
の
単
于
乱
発
を
踏
ま
え
、「
そ
う
な
る
と
単
于
号
は
も
は
や
匈
奴
人
固
有
の
誇
り
高
き
君
主
号
で
は
な
く
、
漢
人
王
朝
の
一
臣
従
民

族
な
り
一
部
族
の
君
主
号
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
」（
四
頁
）
と
述
べ
、
単
于
の
価
値
低
下
を
端
的
に
述
べ
る
。

46　
『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
七
、
献
帝
建
安
二
十
一
（
２
１
６
）
年
五
月
条

 

代
郡
烏
桓
三
大
人
皆
稱
單
于
、〔
代
郡
烏
桓
單
于
、
其
一
曰
普
廬
、
其
二
曰
無
臣
氐
、
其
三
則
未
之
聞
也
。〕
恃
力
驕
恣
、
太
守
不
能
治
。
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〔
〕
内
の
胡
三
省
注
に
見
え
る
普
廬
と
は
、
本
論
で
見
た
普
富
盧
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
人
の
無
臣
氐
は
『
三
国
志
』、
武
帝
紀
、
建
安
二
十
三
（
２
１
８
）

年
条
に
、

 

　
　

夏
四
月
、
代
郡
・
上
谷
烏
丸
無
臣
氐
等
叛
、
遣

陵
侯
彰
討
破
之
。

 

と
あ
る
無
臣
氐
の
事
と
思
し
い
。

47　

井
波
陵
一
「
漢
か
ら
魏
へ
―
上
尊
号
碑
」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
三
国
鼎
立
か
ら
統
一
へ　

史
書
と
碑
文
を

あ
わ
せ
読
む
』、
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
〇
八
頁
。

48　

吉
本
道
雅
「

貊
考
」（『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
八
、二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

49　

夫
餘
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
巻
三
十
、
東
夷
伝
夫
餘
条
に
「
國
有
君
王
」
と
あ
っ
て
、「
麻
余
死
、
其
子
依
慮
年
六
歲
、
立
以
爲
王
」
と
あ
る
如
く
、

王
位
を
継
承
し
て
い
る
記
事
が
確
認
さ
れ
る
。
高
句
麗
に
つ
い
て
は
同
書
同
巻
同
伝
高
句
麗
条
に
、「
漢
光
武
帝
八
年
、
高
句
麗
王
遣
使
朝
貢
、
始
見
稱

王
」
と
あ
っ
て
、
後
漢
初
期
か
ら
王
を
称
し
て
い
た
事
が
確
認
で
き
る
。
即
ち
、
両
国
と
も
そ
の
君
長
の
称
謂
は
王
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

50　

当
時
の
高
句
麗
の
対
外
政
策
の
状
況
に
つ
い
て
は
、余
昊
奎
（
井
上
直
樹
訳
）「
三
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
と
高
句
麗
の
対
外
政
策
」（『
朝

鮮
学
報
』
二
二
七
、二
〇
一
三
年
）
参
照
。

51　

菊
地
大「
孫
呉
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
―
東
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
―
」（『
駿
台
史
学
』一
一
六
、二
〇
〇
二
年
、一
一
四
〜
一
一
五
頁
。
引
用
は
一
一
五

頁
）
参
照
。

52　

渡
邉
義
浩
「
孫
呉
の
国
際
秩
序
と
亶
州
」（
前
掲
渡
邉
義
浩
『
三
国
志
よ
り
み
た
邪
馬
台
国
―
国
際
関
係
と
文
化
を
中
心
と
し
て
―
』
所
収
、一
四
〇
〜

一
四
一
頁
、
引
用
は
一
四
九
頁
、
初
出
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

53　

孫
呉
と
中
国
東
北
部
の
馬
を
め
ぐ
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
菊
地
大
「
孫
呉
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
―
東
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
―
」（
前
掲
）
参
照
。

54　

本
文
に
引
用
し
た
『
三
国
志
』
呉
主
伝
、
嘉
禾
二
（
２
３
３
）
年
三
月
条
、
裴
注
所
引
『
呉
書
』
の
張
彌
・
許
晏
ら
派
遣
の
事
は
、『
三
国
志
』
呉
主

伝
、
嘉
禾
二
年
三
月
条
に

 

　
　

遣
舒
・
綜
還
、
使
太
常
張
彌
・
執
金
吾
許
晏
・
將
軍
賀
達
等
將
兵
萬
人
、
金
寶
珍
貨
、
九
錫
備
物
、
乘
海
授
淵
。

 

と
あ
っ
て
、
嘉
禾
二
年
で
間
違
い
な
い
。
本
文
引
用
部
で
は
省
略
し
た
が
、
公
孫
淵
に
拘
束
さ
れ
た
孫
呉
の
使
者
達
が
、
脱
走
決
行
の
日
を
「
八
月
十
九
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日
」
に
設
定
し
て
い
る
事
が
見
え
、
こ
れ
は
嘉
禾
二
年
の
八
月
十
九
日
で
あ
ろ
う
。
な
れ
ば
、
使
者
た
ち
が
高
句
麗
経
由
で
孫
呉
に
帰
還
し
、
そ
こ
か
ら

一
年
後
に
高
句
麗
へ
単
于
を
与
え
る
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
孫
呉
か
ら
高
句
麗
へ
の
使
者
派
遣
は
嘉
禾
三
（
２
３
４
）
年
の
事
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
余
昊
奎
氏
が
こ
れ
を
二
三
五
年
の
事
と
す
る
の
に
は
従
い
難
い
（
余
昊
奎
（
井
上
直
樹
訳
）「
三
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
と
高

句
麗
の
対
外
政
策
」
前
掲
、
一
九
頁
参
照
）。

55　

余
昊
奎
（
井
上
直
樹
訳
）「
三
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
と
高
句
麗
の
対
外
政
策
」（
前
掲
）、
一
九
頁
。

56　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
に
焉
耆
と
于

と
が
何
故
単
于
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
曹
魏
の
諸
外
国
に
対
す

る
考
え
方
に
関
わ
る
問
題
に
も
な
っ
て
く
る
た
め
、
本
稿
で
は
論
じ
き
れ
な
い
。
後
考
を
期
し
た
い
。

57　

言
わ
ば
「
単
于
の
押
し
付
け
」
で
あ
る
。
斯
様
な
授
与
さ
れ
る
側
の
状
況
を
考
慮
し
な
い
授
与
が
何
故
行
わ
れ
た
の
か
は
、
管
見
の
限
り
具
体
的
な
史

料
を
見
出
し
得
ず
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
授
与
す
る
側
が
単
于
を
何
ら
か
の
「
価
値
あ
る
も
の
」
と
認
識
し
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
。
な

ん
と
な
れ
ば
、
何
の
価
値
も
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
授
与
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
「
単
于
の
押
し
付
け
」
の
授
与
者
側
の
理
屈
に
つ
い

て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

58　

高
句
麗
と
夫
餘
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
王
を
頂
点
と
す
る
機
構
を
形
成
し
て
い
た
事
に
鑑
み
れ
ば
（
前
掲
注
49
参
照
）、『
三
国
志
』
文
帝
紀
に
見
え
る
高
句

麗
と
夫
餘
の
単
于
は
自
称
で
は
な
く
、
漢
乃
至
曹
魏
か
ら
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
称
号
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
于
授
与
の
事
を
史
料
に
徴
し
得
な
い
た

め
、
蓋
然
性
の
低
く
な
い
推
測
と
す
る
に
止
め
る
。

59　

王
よ
り
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
称
号
と
し
て
単
于
が
選
ば
れ
た
の
は
、
推
測
に
な
る
が
、
嘗
て
の
漢
帝
国
の
敵
国
た
る
匈
奴
の
君
長
号
で
あ
る
事
が

影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
烏
桓
や
鮮
卑
は
嘗
て
匈
奴
の
支
配
下
に
あ
っ
た
集
団
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
は
な
お
磨
滅
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、そ
も
そ
も
鮮
卑
に
は
元
々
匈
奴
で
あ
っ
た
人
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
（
史
料
は
本
文
後
掲
）。
匈
奴
自
体
は
徐
々
に
弱
体
化
し
て
い
き
、後
漢
王

朝
に
服
属
す
る
に
至
る
が
、
偉
大
な
る
草
原
の
支
配
者
と
し
て
の
単
于
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
な
お
広
い
範
囲
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
故
に
単
于

の
称
謂
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
袁
紹
の
烏
桓
へ
の
単
于
授
与
が
、
匈
奴
以
外
の
非
漢
族
集
団
に
漢
側
か
ら
単
于
を
与
え
る
初
例

で
あ
る
点
に
鑑
み
た
時
、「
単
于
の
授
与
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、漢
と
非
漢
族
と
の
関
係
を
見
る
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
事
も
予
想
さ
れ
る
。
斯

様
な
議
論
は
、
前
漢
以
来
の
非
漢
族
と
の
関
係
何
如
を
踏
ま
え
た
上
で
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
範
囲
を
大
き
く
超
え
る
た
め
、
今
後
の
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課
題
と
し
た
い
。

60　

更
に
時
代
を
降
ら
せ
た
西
晋
に
お
い
て
も
、
鮮
卑
段
部
の
君
長
に
大
単
于
や
左
賢
王
と
い
う
匈
奴
的
な
称
号
を
授
け
て
い
る
事
が
確
認
で
き
る
。

 

　
　
『
晋
書
』
巻
六
十
三
、
段
匹

伝

 

　
　

懷
帝
即
位
、
以
務
勿
塵
爲
大
單
于
、
匹

爲
左
賢
王
、
率
衆
助
國
征
討
、
假
撫
軍
大
將
軍
。
務
勿
塵
死
、
弟
涉
復
辰
以
務
勿
塵
子
疾
陸
眷
襲
號
。

 

こ
こ
に
、
単
于
の
み
な
ら
ず
左
賢
王
も
匈
奴
で
は
な
い
集
団
に
授
与
さ
れ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
か
か
る
政
策
も
、
後
漢
末
期
以

来
の
単
于
の
利
用
方
法
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
袁
紹
を
起
点
と
し
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
よ
り
広
い
範
囲
を
対
象
と

し
、
よ
り
多
様
な
称
号
を
授
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
事
を
予
想
さ
せ
る
。
こ
の
点
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
称
号
の
授
与
と
も
関
係
し
て

く
る
論
点
と
な
ろ
う
。

 

　

ま
た
、
右
の
よ
う
に
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
単
于
に
「
大
」
を
冠
す
る
用
例
が
増
え
て
く
る
。
か
か
る
「
大
」
字
と
単
于
の
接
続
も
、
あ
る
い
は
称
号

の
授
与
に
お
い
て
更
な
る
権
威
性
を
求
め
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
そ
れ
を
追
及
す
る
材
料
を
持
た
な
い
。
た
だ
大
単
于
の
称
謂
は
そ
も
そ
も
漢

皇
帝
へ
の
書
信
に
お
い
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
史
記
』
巻
一
百
十
、
匈
奴
列
伝
に
、

 

　
　

單
于
遺
漢
書
曰
「
天
所
立
匈
奴
大
單
于
敬
問
皇
帝
無
恙
。
…
…
」

 

と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。『
史
記
』
匈
奴
列
伝
は
続
け
て
漢
か
ら
の
返
信
も
記
録
す
る
が
、
そ
こ
に
も
、

 

　
　

漢
遺
匈
奴
書
曰
「
皇
帝
敬
問
匈
奴
大
單
于
無
恙
。
…
…
」

 

と
あ
る
か
ら
、
匈
奴
大
単
于
の
語
が
匈
奴
・
漢
間
の
書
信
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
れ
ば
、
後
代
に
お
け
る
大
単

于
と
言
う
称
謂
も
、
あ
る
い
は
こ
の
匈
奴
と
漢
の
通
信
上
に
お
い
て
出
現
し
た
呼
称
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

61　

金
氏
は
那
部
体
制
を
「
半
独
自
的
な
運
動
性
を
持
っ
た
那
部
の
結
集
に
よ
り
国
家
が
構
成
さ
れ
、
那
部
を
通
じ
て
統
治
が
行
わ
れ
、
ま
た
那
部
を
中
心

に
社
会
が
運
営
さ
れ
る
体
制
」
と
概
括
す
る
（
金
賢
淑
（
一
宮
啓
祥
訳
）「
高
句
麗
の
国
家
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
田
中
良
之
・
川
本
芳
昭
編
『
東

ア
ジ
ア
古
代
国
家
論　

プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』、
す
い
れ
ん
舎
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
一
頁
）。『
三
国
志
』
東
夷
伝
高
句
麗
条
を
見

る
と
、

 

　
　

本
有
五
族
、
有
涓
奴
部
・
絕
奴
部
・
順
奴
部
・
灌
奴
部
・
桂
婁
部
。
本
涓
奴
部
爲
王
、
稍
微
弱
、
今
桂
婁
部
代
之
。
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と
あ
っ
て
、部
が
五
つ
存
在
し
た
事
を
知
る
。
高
句
麗
王
は
、部
の
一
つ
で
あ
る
桂
婁
部
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。『
三
国
志
』
に
見
え
る
「
奴
部
」
は
、『
三

国
史
記
』
で
「
那
部
」
と
記
さ
れ
る
の
で
、金
氏
は
那
部
体
制
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
も
、ひ
と
ま
ず
金
氏
に
倣
い
那
部
と
呼
ん
で
お
く
。

さ
て
、
こ
の
那
部
と
は
、
朴
京
哲
（
篠
原
啓
方
訳
）「
高
句
麗
の
国
家
形
成
」（
東
北
亜
歴
史
財
団
編
『
高
句
麗
の
政
治
と
社
会
』、
明
石
書
房
、
二
〇
一
二

年
）
に
よ
れ
ば
、「
一
定
の
地
域
に
共
存
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
基
底
集
団
が
、
最
も
強
い
武
力
を
も
っ
た
あ
る
基
底
集
団
を
中
心
に
、
一
定
の
序
列
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
社
会
単
位
」（
五
九
頁
）
で
あ
っ
て
、
紀
元
前
二
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
、「
首
長
を
中
心
と
す
る
特
定
の
血
縁
集
団
を
支
配
層
と
す
る
」

（
六
〇
頁
）
動
き
を
見
せ
た
と
さ
れ
る
。
な
れ
ば
、
本
稿
が
論
じ
る
時
点
に
お
い
て
、
那
部
に
お
け
る
特
定
の
氏
族
に
よ
る
君
長
位
の
独
占
は
、
長
ら
く
続

い
て
き
た
も
の
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
那
部
の
代
表
の
選
出
が
斯
く
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
桂
婁
部
（
乃
至
涓
奴
部
）
の
代
表
を
王
と
す
る
高
句
麗
に
お

い
て
、
長
ら
く
そ
の
王
位
が
特
定
の
氏
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
言
う
事
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。

 

　

さ
て
、
右
に
見
え
る
涓
奴
部
か
ら
桂
婁
部
へ
の
王
統
交
代
（「
本
涓
奴
部
爲
王
、
稍
微
弱
、
今
桂
婁
部
代
之
」）
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
東
明
王
（=

朱
蒙
。

在
位
前
三
七
年
〜
前
一
九
年
）
の
時
期
と
す
る
見
方
と
、
太
祖
王
（
在
位
五
三
〜
一
四
五
年
）
の
時
期
と
す
る
見
方
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
琴
京
淑

（
篠
原
啓
方
訳
）「
高
句
麗
の
中
央
政
治
制
度
の
発
展
」（
前
掲
東
北
亜
歴
史
財
団
編
『
高
句
麗
の
政
治
と
社
会
』
所
収
）
が
両
説
を
整
理
し
て
い
る
が
、韓

国
の
学
界
で
は
前
者
が
や
や
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
交
代
が
太
祖
王
の
時
代
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
五
三
年
に
即
位
し
て
お
り
、
遅
く

と
も
こ
れ
以
降
は
桂
婁
部
が
王
位
を
占
め
て
い
た
と
見
做
せ
よ
う
。

 

　

な
お
、
足
か
け
九
二
年
間
と
太
祖
王
の
治
世
が
長
す
ぎ
る
点
に
つ
い
て
、
井
上
秀
雄
氏
は
、「『
魏
書
』
高
句
麗
伝
で
は
莫
来
（
慕
本
王
）
の
子
孫
が
あ

い
つ
い
で
即
位
し
、
後
裔
の
宮
（
太
祖
大
王
）
の
時
代
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
王
代
が
長
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
慕
本
王
か
ら
こ
の
王
代
ま
で

に
数
代
の
脱
落
が
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
」
と
述
べ
る
（
井
上
秀
雄
訳
『
三
国
史
記
』
二
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
六
六
頁
）。
こ
こ
で
言
う
『
魏

書
』
は
『
三
国
志
』
で
は
な
く
、
北
魏
の
『
魏
書
』
で
あ
っ
て
、
そ
の
巻
一
百
、
高
句
麗
伝
に
「
莫
來
子
孫
相
傳
、
至
裔
孫
宮
」
と
あ
る
。
も
し
『
魏
書
』

に
従
い
、『
三
国
史
記
』
に
数
名
の
王
の
脱
落
が
あ
る
事
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
太
祖
王
の
即
位
年
は
繰
り
下
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
的
制

限
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
確
定
さ
せ
る
事
は
難
し
い
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
太
祖
王
の
即
位
を
五
三
年
と
し
て
お
く
。

62　

金
賢
淑
（
一
宮
啓
祥
訳
）「
高
句
麗
の
国
家
形
成
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
前
掲
田
中
良
之
・
川
本
芳
昭
編
『
東
ア
ジ
ア
古
代
国
家
論　

プ
ロ
セ
ス
・

モ
デ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』）
参
照
。
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63　

宮
本
一
夫
「
考
古
学
か
ら
見
た
夫
余
と
沃
沮
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
一
、二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

64　

あ
る
い
は
既
に
指
摘
し
た
如
く
、
王
権
の
変
質
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
君
長
号
を
も
変
化
さ
せ
、
新
た
な
王
権
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

世
襲
王
権
へ
の
動
き
が
、
単
于
授
与
に
先
行
す
る
と
い
う
点
は
、
よ
く
よ
く
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

65　

な
お
、
代
郡
や
上
郡
で
も
単
于
が
用
い
ら
れ
て
い
た
事
は
既
に
確
認
し
た
が
、
彼
ら
の
継
承
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
く
、
検
討
に
堪
え
る
だ
け
の

史
料
を
用
意
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
。
但
し
、
他
地
域
の
烏
桓
も
鮮
卑
や
諸
軍
閥
に
囲
ま
れ
て
い
た
た
め
、
彼
ら
が
強
力
な
王
権
を
希

求
し
た
可
能
性
は
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
や
は
り
三
郡
烏
桓
と
同
じ
よ
う
な
王
権
と
君
長
号
の
変
化
と
定
着
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ

の
点
は
史
料
的
制
限
も
あ
っ
て
確
言
で
き
な
い
。

66　

池
上
二
良
「
東
北
ア
ジ
ア
の
言
語
分
布
の
変
遷
」（
三
上
次
男
・
神
田
信
夫
編
『
東
北
ア
ジ
ア
の
民
族
と
歴
史
』、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
六
〇

頁
）
参
照
。

67　

宮
脇
淳
子
『
モ
ン
ゴ
ル
の
歴
史　

遊
牧
民
の
誕
生
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
国
ま
で
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
〜
一
八
頁
）
参
照
。

68　

更
に
言
え
ば
、
こ
れ
以
降
の
歴
史
展
開
に
お
い
て
、
単
于
を
周
辺
勢
力
に
与
え
る
事
は
五
胡
十
六
国
時
代
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
く
。
一
方
、
魏
晋

南
北
朝
時
代
に
お
い
て
、
冊
封
さ
れ
る
側
の
官
爵
は
、
持
節
・
都
督
・
将
軍
・
王
・
公
と
い
う
「
一
定
の
パ
タ
ー
ン
」（
谷
川
道
雄
「
東
ア
ジ
ア
世
界
形
成

期
の
史
的
構
造
―
冊
封
体
制
を
中
心
と
し
て
」『
谷
川
道
雄
中
国
史
論
集
』
上
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
三
一
〇
頁
、
初
出
一
九
七
九
年
）
が
存
在

す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
授
与
す
る
称
号
の
整
理
・
類
型
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
淘
汰
―
単
于
は
淘
汰
さ
れ
た
称
謂

の
一
つ
で
あ
る
―
が
看
取
さ
れ
る
。
何
故
、
単
于
が
淘
汰
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
冊
封
体
制
の
問
題
と
も
関

係
し
て
く
る
た
め
、本
稿
で
検
討
す
る
範
囲
を
大
き
く
超
え
る
。
あ
る
い
は
可
汗
が
出
現
し
た
事
に
よ
っ
て
、単
于
そ
の
も
の
が
魅
力
を
持
ち
得
な
く
な
っ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
何
れ
に
せ
よ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

69　

一
方
、
遼
西
烏
桓
に
つ
い
て
は
単
于
で
は
な
く
都
督
王
と
さ
れ
る
が
、『
三
国
志
』
毌
丘
倹
伝
と
『
三
国
志
』
烏
丸
伝
裴
注
所
引
『
魏
略
』
は
彼
を
「
都

督
率
衆
王
」
と
し
て
お
り
、率
衆
王
に
都
督
が
附
随
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。『
三
国
志
』
毌
丘
倹
伝
に
つ
い
て
は
既
に
本
論
で
引
用
し
た
た
め
、そ
れ

を
参
照
さ
れ
た
い
。『
三
国
志
』
烏
丸
伝
、
裴
注
所
引
『
魏
略
』
の
記
述
は
以
下
の
通
り
。

　
　

  　

景
初
元
年
秋
、
遣
幽
州
刺
史
毌
丘
儉
率
衆
軍
討
遼
東
。
右
北
平
烏
丸
單
于
寇
婁
敦
・
遼
西
烏
丸
都
督
率
衆
王
護
留
葉
、
昔
隨
袁
尚
奔
遼
西
、
聞
儉
軍
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至
、
率
衆
五
千
餘
人
降
。
寇
婁
敦
遣
弟
阿
羅
奬
等
詣
闕
朝
貢
、
封
其
渠
帥
三
十
餘
爲
王
、
賜
輿
馬
繒
采
各
有
差
。

 
こ
の
称
号
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
る
所
が
少
な
く
確
証
を
得
な
い
が
、
従
前
の
烏
桓
の
率
衆
王
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
称
謂
で
あ
ろ
う
。
も
し
く
は
、
遼

西
烏
丸
都
督
・
率
衆
王
と
区
切
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
時
点
で
は
断
定
す
る
根
拠
を
持
た
な
い
た
め
、
後
考
を
期
し
た
い
。

70　

佐
藤
達
郎
「
漢
代
に
お
け
る
周
辺
民
族
と
軍
事
―
と
く
に
属
国
都
尉
と
異
民
族
統
御
官
を
中
心
に
」（
前
掲
、
二
三
五
頁
）
参
照
。

71　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
単
于
の
授
与
は
、
従
前
の
率
衆
王
の
授
与
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
挙
げ
る
事
が
期
待
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

単
于
の
授
与
と
率
衆
王
の
授
与
と
は
全
く
別
個
の
事
象
な
の
で
は
な
く
、
同
一
線
上
の
理
屈
―
漢
に
よ
る
非
漢
族
管
理
―
の
上
に
あ
る
事
象
だ
と
推
測
さ

れ
る
。

72　

袁
紹
が
三
郡
烏
桓
の
君
長
に
与
え
た
単
于
に
つ
い
て
、『
英
雄
記
』
に
は
烏
桓
単
于
と
左
右
単
于
と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
三
国
志
』
や
『
後
漢
書
』
に

は
左
右
単
于
の
語
が
見
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
三
郡
烏
桓
に
左
右
単
于
が
定
着
し
な
か
っ
た
結
果
、
後
の
記
録
か
ら
「
左
」「
右
」
の
字
が
抜
け
落
ち
、
版

文
の
時
点
で
は
示
さ
れ
て
い
た
烏
桓
単
于-

左
右
単
于
の
体
制
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、『
英
雄
記
』（
後
漢
末
、
王
粲
撰
）、

『
三
国
志
』（
西
晋
、
陳
寿
撰
）、『
後
漢
書
』（
劉
宋
、
范
曄
撰
）
と
い
う
執
筆
時
代
の
差
を
考
え
れ
ば
、
あ
り
得
べ
き
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

73　

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
蹋
頓
の
支
配
は
彼
個
人
の
武
略
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
え
て
丘
力
居
家
の
血

統
も
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
袁
紹
か
ら
の
保
証
を
必
須
と
は
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
袁
紹
か
ら
の
単
于
授
与
は
、

主
と
し
て
三
郡
烏
桓
と
袁
紹
乃
至
袁
氏
と
の
結
び
付
き
に
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
三
郡
烏
桓
の
王
権
の
構
造
に
は
大
き
く
作
用
し
な
い
事
が
予
想
さ
れ

る
。
こ
こ
に
も
、
袁
紹
か
ら
授
与
さ
れ
た
称
号
を
墨
守
し
な
い
背
景
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

74　

熊
谷
滋
三
「
後
漢
の
異
民
族
統
治
に
お
け
る
官
爵
授
与
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
八
〇
、一
九
九
〇
年
、
二
頁
）
参
照
。

75　

こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
代
郡
と
上
郡
の
烏
桓
の
単
于
に
「
行
」
字
が
冠
さ
れ
て
い
た
事
は
興
味
深
い
。
鷹
取
祐
司
「
漢
代
に
お
け
る
「
守
」

と
「
行
某
事
」」（『
日
本
秦
漢
史
研
究
』
一
七
、二
〇
一
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
漢
代
の
「
行
」
は
、
あ
る
官
僚
が
自
分
の
本
職
の
立
場
を
以
て
、
暫
時
担
当

者
不
在
の
官
署
の
職
務
を
代
行
す
る
事
と
さ
れ
る
。
問
題
は
単
于
が
官
僚
（
乃
至
そ
れ
に
類
す
る
も
の
）
と
し
て
見
做
さ
れ
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。
一

方
で
、
本
論
で
示
し
た
如
く
、
爵
制
秩
序
と
単
于
の
関
係
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
単
于
を
官
と
し
て
捉
え
る
か
、
爵
と
し
て
捉
え
る
か
、

将
又
か
か
る
漢
的
基
準
で
は
捉
え
き
れ
な
い
存
在
と
見
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
詳
し
い
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
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と
し
た
い
。

76　

例
え
ば
、
五
胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
大
単
于
は
胡
漢
分
治
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
る
（
内
田
吟
風
「
南
匈
奴
に
関
す
る
研
究
」
前
掲
『
北

ア
ジ
ア
史
研
究　

匈
奴
篇
』
所
収
、
初
出
一
九
三
五
年
参
照
）。
但
し
、
嘗
て
筆
者
が
指
摘
し
た
如
く
、
後
趙
の
大
単
于
は
胡
漢
分
治
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

は
位
置
づ
け
難
く
、
五
胡
諸
国
間
に
お
い
て
も
単
于
の
在
り
方
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
事
が
想
定
さ
れ
る
（
小
野
響
「
後
趙
国
家
体
制
考
―
五
胡

十
六
国
時
代
に
お
け
る
胡
漢
社
会
と
大
単
于
の
一
形
態
―
」『
古
代
文
化
』
七
十
一-

二
、二
〇
一
九
年
）。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、な
お
個
別
事
例
に

基
づ
い
た
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
令
和
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）


